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軍
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会
期
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令
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８
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０
２
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４
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催
：
埼
玉
県
立
文
書
館 

 

 
 



戦国乱世の終焉と泰平の世  

- 3 - 

 

 

ご
あ
い
さ
つ 

 

天
正
18
年(

１
５
９
０)

、
関
東
に
権
勢
を
誇
っ
た
小
田
原
北
条
氏
は
、
豊
臣
秀
吉
の
攻
撃

を
受
け
て
滅
亡
し
ま
し
た
。
小
田
原
落
城
後
、
徳
川
家
康
の
江
戸
入
城
に
よ
っ
て
関
東
は
新

た
な
時
代
を
迎
え
ま
す
。 

本
展
覧
会
で
は
、
戦
国
時
代
末
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
埼
玉
県
地
域
を
取
り
巻
く
情
勢
を

収
蔵
資
料
か
ら
紹
介
し
ま
す
。 

今
年
は
各
地
で
豊
臣
秀
吉
に
関
わ
る
展
覧
会
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
館
の
企
画
展
は
、

ほ
ぼ
収
蔵
資
料
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
展
覧
会
に
は
有
名
な
肖
像
画
も
、
鎧
や

兜
も
あ
り
ま
せ
ん
。
限
ら
れ
た
収
蔵
資
料
か
ら
、
中
近
世
移
行
期
の
埼
玉
県
地
域
の
状
況
を

読
み
解
き
、
そ
れ
を
日
本
史
の
中
で
相
対
化
す
る
こ
と
を
本
展
覧
会
の
目
的
と
し
ま
す
。 

な
お
、
今
回
の
展
示
資
料
は
、
会
期
終
了
後
、
２
階
閲
覧
室
で
皆
様
に
ご
覧
い
た
だ
け
ま

す
。
本
展
覧
会
が
、
皆
様
に
と
っ
て
地
域
の
史
資
料
に
触
れ
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願

っ
て
や
み
ま
せ
ん
。 

 

令
和
８
年
１
月
31
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
立
文
書
館 
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凡
例 

 
一 
本
書
は
令
和
７
年(

２
０
２
６)

１
月
31
日
か
ら
４
月
26
日
ま
で
、
埼
玉
県
立
文
書
館
で
開
催
さ
れ
る
企
画
展
「
戦
国
乱
世
の

終
焉
と
泰
平
の
世―

豊
臣
軍
が
や
っ
て
き
た
！
ヤ
ァ
ヤ
ァ
ヤ
ァ
！
！
！―

」
の
展
示
図
録
で
あ
る
。 

一 

図
録
の
資
料
番
号
は
、
展
示
番
号
及
び
展
示
順
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
巻
末
の
展
示
資
料
一
覧
に
図
録
資
料
番
号
を
付
記

し
た
。
ま
た
、
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
上
、
展
示
で
き
な
か
っ
た
資
料
の
一
部
を
【
参
考
】
と
し
て
収
録
し
た
。 

一 

会
期
中
に
一
部
展
示
替
え
を
行
う
た
め
、
図
録
に
掲
載
し
た
資
料
が
会
場
に
展
示
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
る
。 

一 

資
料
名
称
の
頭
に
付
し
た
記
号
は
、
◎
埼
玉
県
指
定
文
化
財
、
○
市
町
村
指
定
文
化
財
を
示
す
。 

一 

資
料
名
称
・
年
代
等
は
、
近
年
の
研
究
動
向
等
を
踏
ま
え
修
正
し
た
た
め
、
当
館
の
収
蔵
資
料
検
索
シ
ス
テ
ム
搭
載
の
目
録
と

異
な
る
場
合
が
あ
る
。 

一 

資
料
解
説
の
表
記
は
、
資
料
番
号
、
指
定
状
況
、
文
書
名
、
文
書
群
名
、
員
数
、
形
状
、
作
成
年
代
の
順
に
記
し
た
。 

一 

年
代
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
資
料
中
の
表
記
を
用
い
て
い
る
。 

一 

資
料
に
応
じ
て
釈
文
を
付
し
た
。
そ
の
際
に
、
表
記
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
に
統
一
し
、
適
宜
句
点
・
並
列
点
・
改
行
を
付

し
た
。 

一 

豊
臣
秀
吉
の
実
名
は
、
年
代
に
よ
っ
て
木
下
藤
吉
郎
、
羽
柴
秀
吉
、
豊
臣
秀
吉
と
変
遷
す
る
が
、
本
書
に
お
い
て
は
混
乱
を
避

け
る
た
め
「
豊
臣
秀
吉
」
で
統
一
し
た
。
他
の
人
物
に
つ
い
て
も
同
様
と
し
た
。 

一 

本
展
覧
会
は
、
青
木
裕
美(

当
館
学
芸
員)

が
企
画
・
計
画
し
、
伊
藤
由
佳(

同)

が
補
佐
し
た
。
本
図
録
の
企
画
・
編
集
は
青
木
裕

美
が
担
当
し
た
。
展
示
パ
ネ
ル
・
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
及
び
本
書
の
資
料
解
説
の
執
筆
分
担
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

は
じ
め
に―

信
⾧
と
秀
吉―

／
１
．
統
一
政
権
と
武
蔵
国
／
２
．
秀
吉
の
小
田
原
攻
め
／ 

３
．
家
康
の
関
東
入
部
／
お
わ
り
に―

史
実
と
偶
像―

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

青
木 

裕
美 

４
．
江
戸
開
幕 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

伊
藤 

由
佳 

特
集
展
示 

城
絵
図
の
世
界 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

村
田 

駿 
(

令
和
７
年
度
当
館
学
芸
員) 



 

 

 
 

－信長と秀吉－ 
は
じ
め
に 

戦
国
大
名
が
割
拠
し
、
国
衆
ら
が
戦
乱

を
く
り
広
げ
た
戦
国
時
代
後
期
に
お
い

て
、
天
下
統
一
の
途
を
進
む
織
田
信
⾧
の

勢
力
は
、
武
蔵
国
を
含
む
関
東
に
も
及
び

ま
し
た
。
こ
の
統
一
事
業
は
、
信
⾧
の
死

後
、
豊
臣
秀
吉
に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と

な
り
ま
す
。 

本
展
覧
会
の
導
入
と
し
て
、
西
角
井
家

文
書
の
諸
国
寺
社
朱
印
状
の
う
ち
、
同
じ

寺
院(

山
城
国
愛
宕
郡
曼
殊
院)

に
宛
て
ら

れ
た
信
⾧
と
秀
吉
の
発
給
文
書
を
紹
介
し

ま
す
。 
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「
天
下
布
武
」
が
見
え
る…

か
な
ぁ
？ 

１
．
○
織
田
信
長
朱
印
状(

断
簡) 〔

西
角
井
家
文
書
6438
〕 

                         

大
高
檀
紙
っ
て
大
き
い
よ
ね 

２
．
豊
臣
秀
吉
朱
印
状(

断
簡) 

 〔
西
角
井
家
文
書
6439
〕 

                        



 
 

統一政権と武蔵国 
第
一
章 天

正
10
年(

１
５
８
２)

、
織
田
信
⾧
に

よ
っ
て
甲
斐
武
田
氏
が
滅
亡
し
ま
す
。
こ

れ
に
伴
い
、
武
田
氏
旧
領
の
国
分
協
定
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
武
蔵
国
は
小
田
原
北
条

氏
の
領
国
と
し
て
確
定
し
た
も
の
の
、
隣

接
す
る
上
野
国(

群
馬
県)

、
信
濃
国
（
⾧
野

県
）、
甲
斐
国
（
山
梨
県
）
は
織
田
領
国
と

な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
武
蔵
国
北
部
は
北

条
氏
と
織
田
氏
の
権
力
の
境
目
と
な
り
ま

し
た
。
こ
の
国
分
は
、
本
能
寺
の
変
に
よ

る
信
⾧
の
急
逝
で
幕
を
閉
じ
ま
す
。 

本
章
で
は
、
天
下
統
一
が
進
め
ら
れ
て

い
く
情
勢
の
中
に
、
武
蔵
国
の
動
向
を
位

置
づ
け
ま
す
。 
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北
条
領
国
と
し
て
の
武
蔵
国 

 
天
正
２
年
（
１
５
７
４
）
の
羽
生
・
関
宿
落

城
、
同
６
年
の
上
杉
謙
信
の
死
を
経
て
、
小
田

原
北
条
氏
の
武
蔵
国
支
配
は
よ
り
強
固
と
な

り
、
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
き
ま
す
。
し
か

し
、
東
に
は
北
条
氏
に
対
立
す
る
佐
竹
・
宇
都

宮
氏
ら
反
北
条
勢
力
が
連
合
し
、
そ
の
領
域
を

保
持
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。 

両
勢
力
が
激
突
し
た
最
大
の
戦
い
が
、
沼
尻

合
戦 

(

栃
木
県)

で
す
。
こ
の
戦
い
は
、
反
北
条

勢
力
が
豊
臣
秀
吉
と
、
北
条
氏
は
徳
川
家
康
・

織
田
信
雄(

織
田
信
長
二
男)

と
連
携
し
、
両
者

が
対
立
し
た
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い(

愛
知
県)

と
同
時
に
展
開
し
ま
し
た
。 

            

 

半
農
“
地
域
密
着
系
”
武
士 

３
．
◎
北
条
氏
邦
朱
印
状 

〔
持
田(

英)

家
文
書
５
〕  

                       

 

戦
国
時
代
の
検
地
は
自
己
申
告
制 

４
．
北
条
氏
邦
検
地
書
出 

 

〔
持
田(

英)

家
文
書
６
〕 
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北
条
と
反
北
条
の
あ
い
だ 

５
．
北
条
氏
政
書
状 

〔
根
岸
浩
太
郎
家
文
書
３
〕  

                       

天
正
壬
午
の
乱 

 

天
正
10
年(

１
５
８
２)

６
月
２
日
、
本
能
寺

の
変
が
起
こ
る
と
、
信
長
急
逝
の
報
は
瞬
く
間

に
関
東
に
も
広
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
織
田

政
権
の
勢
力
を
前
に
従
属
の
意
を
示
し
て
い

た
小
田
原
北
条
氏
は
、
真
っ
先
に
動
き
を
見
せ

ま
す
。
旧
領
の
回
復
を
目
指
す
北
条
氏
は
、
同

月
18
・
19
日
に
神
流
川
合
戦(

上
里
町
周
辺)

で
織
田
家
重
臣
瀧
川
一
益
を
破
る
と
、
敗
走
す

る
一
益
を
追
い
、
そ
の
ま
ま
信
濃
国 

(

長
野

県)

に
侵
入
し
ま
す
。
そ
こ
で
、
武
田
氏
旧
領
を

め
ぐ
っ
て
、
越
後
上
杉
氏
や
徳
川
氏
と
抗
争
を

繰
り
広
げ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た(

天
正
壬
午

の
乱)

。 

            

長
沼
城
で
守
る
べ
き
３
つ
の
こ
と 

６
．
上
杉
景
勝
掟
書 

〔
島
津
家(

米
沢
藩
上
杉
家
家
中)

文
書
27
〕 
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北
条
と
徳
川
の
あ
い
だ 

７
．
北
条
家
朱
印
状 

〔
根
岸
浩
太
郎
家
文
書
１
〕  

                        

甲
州
、
徳
川
領
に
な
り
ま
し
た 

【
参
考
１
】
○
徳
川
家
康
判
物 

〔
西
角
井
家
文
書
6584
〕  

                        

赤
見
入
道
を
よ
ろ
し
く 

８
．
◎
北
条
氏
邦
書
状 

 

〔
小
室
家
文
書
5700
〕 
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秀
吉
の
中
国
・
九
州
平
定 

  
秀
吉
は
、
天
正
５
年(

１
５
７
７)

か
ら
信
長

の
命
を
受
け
中
国
平
定
に
当
た
り
ま
し
た
。
同

10
年
本
能
寺
の
変
が
起
こ
る
と
、
毛
利
氏
と
和

睦
を
結
び
、
軍
勢
を
京
へ
と
取
っ
て
返
し
ま
す
。

明
智
光
秀
を
破
り
、
さ
ら
に
信
長
亡
き
後
の
勢

力
争
い
に
勝
利
し
た
こ
と
に
よ
り
、
政
権
を
確

立
し
て
い
き
ま
す
。 

 

こ
の
頃
、
戦
国
大
名
の
抗
争
下
に
あ
っ
た
九

州
で
も
、
秀
吉
は
統
一
戦
を
進
め
ま
す
。
天
正

15
年
、
島
津
氏
の
降
伏
に
よ
り
、
九
州
国
分
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
在
陣
中
に
有
名
な
伴
天

連
追
放
令
も
発
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
国
を
平

定
し
た
秀
吉
の
眼
は
、
関
東
へ
向
き
ま
す
。 

            

私
戦
を
停
止
せ
よ 

９
．
徳
川
家
康
書
状(

写) 
 

〔
持
田(

英)

家
文
書
23
〕 

                         

秀
吉
の
中
国
大
返
し 

【
参
考
２
】
毛
利
輝
元
・
吉
川
元
春
・
小
早
川
隆
景

連
署
起
請
文 

 

〔
井
原
家(

萩
藩
毛
利
家
家
中)

文
書
85-

３
〕 
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秀
吉
の
中
国
大
返
し 

【
参
考
３
】
毛
利
輝
元
起
請
文 

 

〔
井
原
家(

萩
藩
毛
利
家
家
中)

文
書
85-

４
〕 

                         

九
州
平
定…

し
き
れ
て
い
ま
せ
ん 

10
．
豊
臣
秀
吉
朱
印
状 

 

〔
井
原
家(

萩
藩
毛
利
家
家
中)

文
書
１
〕 

                         

贈
り
物
を
あ
り
が
と
う 

11
．
豊
臣
秀
吉
書
状 

 

〔
根
岸
浩
太
郎
家
文
書
２
〕 
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秀
吉
、
黒
船
に
乗
っ
て
大
坂
凱
旋
?! 

 
幕
末
に
描
か
れ
た
錦
絵 

12
．
◎[

太
閤
秀
吉
黒
船
大
阪
凱
征
之
図] 

 

〔
小
室
家
文
書
6369-

16
〕 
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秀吉の小田原攻め 
第
二
章 天

正
18
年(

１
５
９
０)

、
豊
臣
秀
吉
は

北
条
氏
の
本
拠
小
田
原
城 (

神
奈
川
県)

を
攻
め
ま
し
た
。
日
本
海
側
か
ら
前
田
利

家
・
上
杉
景
勝
ら
の
北
方
軍
が
碓
氷
峠
を

越
え
て
関
東
に
侵
攻
す
る
一
方
、
小
田
原

城
を
包
囲
し
た
主
軍
か
ら
編
成
さ
れ
た
浅

野
⾧
吉
・
木
村
常
陸
介
、
そ
し
て
石
田
三

成
ら
の
軍
勢
が
武
蔵
国
を
席
巻
し
ま
す
。

北
条
氏
の
支
城
主
や
国
衆
た
ち
は
小
田
原

に
籠
城
し
、
地
元
に
残
さ
れ
た
一
族
や
家

臣
が
豊
臣
軍
の
攻
撃
に
備
え
ま
し
た
。 

本
章
で
は
、
戦
禍
に
さ
ら
さ
れ
た
武
蔵

国
の
情
勢
と
、
豊
臣
政
権
に
よ
る
戦
後
処

理
の
様
子
を
収
蔵
資
料
か
ら
読
み
解
き
ま

す
。 
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秀
吉
と
小
田
原
北
条
氏 

 
天
正
13
年(

１
５
８
５)

、
豊
臣
秀
吉
が
関
白

に
任
命
さ
れ
る
と
、
次
第
に
各
地
の
戦
国
大
名

は
上
洛
し
て
秀
吉
へ
服
属
の
意
を
示
す
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
同
15
年
、
秀
吉
は
、
関
東
惣

無
事
を
実
現
す
る
よ
う
徳
川
家
康
に
命
じ
、
天

下
統
一
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
小
田
原
北
条
氏
は
、
こ
れ

を
良
し
と
せ
ず
、
秀
吉
と
の
軍
事
対
立
に
備
え

た
臨
戦
態
勢
に
入
り
ま
し
た
。
度
重
な
る
秀
吉

の
上
洛
要
請
に
も
応
じ
ず
、
同
17
年
、
北
条
家

臣
猪
俣
邦
憲
が
真
田
氏
の
拠
点
名
胡
桃
城(
群

馬
県)

を
奪
取
し
た
こ
と
に
よ
り
、
秀
吉
に
よ

る
北
条
氏
攻
め
は
決
定
的
と
な
り
ま
す
。 

            

豊
臣
軍
が
や
っ
て
く
る
？
？
！ 

13
．
◎
北
条
氏
房
朱
印
状 

〔
道
祖
土
家
文
書
16
〕  

           

豊
臣
軍
が
や
っ
て
く
る
？
！
！ 

14
．
◎
北
条
氏
房
朱
印
状 

〔
道
祖
土
家
文
書
17
〕 

            

豊
臣
軍
が
や
っ
て
く
る
！
！
！ 

15
．
◎
北
条
氏
房
朱
印
状  

〔
道
祖
土
家
文
書
18
〕 
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16
．
北
条
氏
直
感
状 

〔
金
井
家
文
書
２
〕  

                        

豊
臣
軍
が
や
っ
て
き
た
！
！ 

17
．
○
浅
野
長
吉･

木
村
常
陸
介
連
署
禁
制 

(

前
欠) 

 
 
 

 
 
 

 
 

〔
北
野
天
神
社
文
書

1956
〕 

                         

神
職
司
と
し
て
働
く
よ
う
に 

18
．
○
木
村
常
陸
介
書
状 

〔
北
野
天
神
社
文
書
1957
〕  
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神
職
司
と
し
て
働
く
よ
う
に
（
ダ
ブ
リ
） 

19
．
○
前
田
利
家
黒
印
状 

〔
北
野
天
神
社
文
書
1958
〕  

                        

豊
臣
軍
が
や
っ
て
き
た
！ 

20
．
◎
織
田
信
雄
書
状 

〔
埼
玉
県
立
文
書
館
収
集
文
書(

平
岩
文
書
１)

〕 
                         

一
切
の
容
赦
な
く
一
人
の
漏
れ
な
く
悉
く 

21
．
◎
豊
臣
秀
吉
朱
印
状 

〔
埼
玉
県
立
文
書
館
収
集
文
書(

平
岩
文
書
２)

〕 
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早
く
秀
吉
へ
の
取
次
を 

22
．
○
伊
達
政
宗
書
状 

〔
杉
浦
家(

伊
奈
家
家
臣)

文
書
182
〕 

                         

豊
臣
軍
が
や
っ
て
き
た
！
！
！ 

23
．
○
豊
臣
秀
吉
禁
制 

 

〔
浦
和
宿
本
陣
文
書
２
〕 

                         

浦
和
の
市
宿
に
宛
て
た
禁
制 

24
．
○
浅
野
長
吉
禁
制 

 

〔
浦
和
宿
本
陣
文
書
３
〕 
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20 



 
 

家康の関東入部 
第
三
章 天

正
18
年(

１
５
９
０)

７
月
５
日
、
小

田
原
城
は
落
城
し
ま
し
た
。
北
条
氏
の
滅

亡
後
、
豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
っ
て
三
河
国 

(
愛
知
県)

か
ら
徳
川
家
康
が
関
東
に
入
部

し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
関
東
の
戦
国

乱
世
は
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
家
康
は
、
そ
れ
ま
で
の
社
会
構
造
を

踏
襲
し
つ
つ
、
新
た
な
支
配
体
制
を
構
築

し
て
い
き
ま
す
。 

本
章
で
は
、豊
臣
政
権
の
動
向
と
、“
豊

臣
大
名
”

と
し
て
の
家
康
に
よ
る
武
蔵
国

を
中
心
と
し
た
関
東
支
配
、
特
に
既
得
権

利
の
保
障
や
検
地
な
ど
に
焦
点
を
当
て
ま

す
。 
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お
引
っ
越
し
の
お
祝
い
返
し
？
は…

 
25
．
◎
徳
川
家
康
朱
印
状 

 

〔
明
星
院
文
書
９
〕  

                       

  

26
．
◎
徳
川
家
康
朱
印
状 

 

〔
金
子
家(

旧
不
動
院)

文
書
３
〕 

                        

  

27
．
○
徳
川
家
康
朱
印
状 

〔
西
角
井
家
文
書
6084
〕  
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28
．
○
徳
川
家
康
朱
印
状 

 

〔
西
角
井
家
文
書
6102
〕 

                        

武
蔵
国
の
太
閤
検
地 

 

天
正
19
年(

１
５
９
１)

、
豊
臣
秀
吉
は
、
朝
廷

に
献
上
す
る
名
目
で
、
全
国
の
大
名
に
「
御
前
帳
」

(

石
高
を
ま
と
め
た
帳
簿)

の
提
出
を
命
じ
ま
し

た
。
こ
こ
か
ら
始
ま
る
太
閤
検
地
は
、
豊
臣
秀
吉

と
そ
の
子
飼
い
の
大
名
が
統
一
基
準
で
行
っ
た

ほ
か
に
、
秀
吉
に
従
属
し
た
大
名
が
独
自
の
方
法

で
行
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
埼
玉
県
地
域
を
含

む
関
東
で
の
検
地
は
後
者
に
相
当
し
、
徳
川
家
康

が
実
施
し
ま
し
た
。 

家
康
は
、
秀
吉
の
手
法
に
拠
り
つ
つ
、
三
河
国

(

愛
知
県)

な
ど
の
旧
領
で
行
っ
た
五
ヶ
国
総
検

地
に
お
け
る
独
自
の
方
法
を
取
り
入
れ
て
検
地

を
実
施
し
て
い
ま
す
。 

 

           

天
正
検
地 

29
．
○
武
州
足
立
郡
柴
岡
郷
内
三
室
村
御
繩
打

水
帳 

 
 
 

 
 

 
 
 

〔
武
笠(

神
主)

家
文
書
304
〕  
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文
禄
検
地 

30
．
◎
武
州
榛
沢
郡
鉢
形
領
之
内
荒
川
御
繩
打

水
帳 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

〔
持
田(

英)

家
文
書
24
〕  

                        

◎
武
州
榛
沢
郡
鉢
形
領
之
内
荒
河
村
御
繩
打

水
帳 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

〔
持
田
（
英
）
家
25
〕 

        

◎
武
州
榛
沢
郡
鉢
形
領
之
内
荒
河
村
御
繩
打

水
帳 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

〔
持
田
（
英
）
家
26
〕 

        

◎
武
州
榛
沢
郡
鉢
形
筋
荒
川
之
村
屋
敷
御
繩

打
水
帳 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
持
田
（
英
）
家
27
〕 

      

慶
長
検
地 

31
．
武
州
秩
父
郡
大
駄
之
郷
坪
入
御
帳 

 

〔
埼
玉
県
立
文
書
館
収
集
文
書
４
〕 
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慶
長
検
地 

32
．
◎
武
州
秩
父
郡
野
巻
村
御
地
詰
帳 

 

〔
逸
見
家
文
書
11
〕 

                         

関
ヶ
原
の
戦
と
武
蔵
国 

 

慶
長
２
年(

１
５
９
８)

８
月
に
豊
臣
秀
吉

が
死
去
す
る
と
、
政
権
内
部
の
対
立
が
表
面
化

し
ま
す
。
同
５
年
、
会
津(

福
島
県)

に
転
封
さ

れ
た
上
杉
景
勝
征
討
の
途
上
に
あ
っ
た
徳
川

家
康
は
、
小
山(

栃
木
県)

の
陣
営
で
石
田
三
成

蜂
起
の
報
に
触
れ
、
大
坂
に
軍
を
向
け
ま
し
た
。 

同
５
年
９
月
15
日
、
美
濃
国
関
ヶ
原
盆
地 

(

岐
阜
県)

に
お
い
て
、
家
康
率
い
る
東
軍
10
万

と
、
三
成
率
い
る
８
万
の
西
軍
が
決
戦
に
及
び

ま
し
た(

関
ヶ
原
の
戦)

。
合
戦
後
、
家
康
に
従

っ
た
関
東
の
諸
将
は
加
増
を
受
け
る
と
と
も

に
、
諸
城
の
整
備
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
新
た
な

支
配
体
制
の
構
築
が
進
め
ら
れ
て
い
き
ま
し

た
。 

           

三
河
以
来
の
旗
本
で
す 

33
．
徳
川
家
康
朱
印
状 

 

〔
加
藤
家(

旗
本)

文
書
１
〕  
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治
水
・
開
発
の
拠
点
を
築
く 

34
．
◎
伊
奈
忠
次
手
形 

 

〔
明
星
院
文
書
８
〕 

                         

１
間
＝
約
１
．
８
１
メ
ー
ト
ル 

35
．
○
屋
敷
坪
割
書 

 

〔
杉
浦
家(

伊
奈
家
家
臣)

文
書
26
〕  

                        

信
仰
す
る
人
び
と 

36
．
東
光
坊
証
状 

 

〔
市
川
家(

旧
万
人
坊)

文
書
２
〕 
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天
下
分
け
目
の
！
！
！ 

37
．
◎[

関
ヶ
原
合
戦
両
軍
配
置
図] 

〔
小
室
家
文
書
4684
〕  
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江戸開幕 
第
四
章 

慶
⾧
８
年(

１
６
０
３)

、
徳
川
家
康
は

征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
ま
す
。
正
式
に

全
国
を
統
治
す
る
権
利
を
獲
得
し
、
こ
こ

に
江
戸
幕
府
が
誕
生
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

将
軍
職
は
２
代
秀
忠
、
３
代
家
光
へ
と
世

襲
さ
れ
ま
し
た
。
関
ヶ
原
の
戦
や
大
坂
の

陣
を
経
て
、
政
権
は
徳
川
家
が
担
う
こ
と

が
世
に
示
さ
れ
た
の
で
す
。 

本
章
で
は
、“
天
下
人
”

と
な
っ
た
徳
川

将
軍
家
が
、
新
た
な
秩
序
の
構
築
を
す
す

め
、戦
乱
の
な
い
“

泰
平
の
世
”

の
基
盤
を

整
え
て
い
っ
た
過
程
を
紹
介
し
ま
す
。 
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徳
川
政
権
と
武
蔵
国 

 
関
ヶ
原
の
戦
後
、
家
康
は
、
関
東
領
国

下
の
上
級
家
臣
を
大
名
と
し
て
、
新
た
に

獲
得
し
た
城
地
へ
移
し
ま
し
た
。
武
蔵
国

か
ら
の
転
出
は
顕
著
で
、
そ
の
跡
地
は
幕

府
直
轄
領
や
旗
本
領
と
し
て
再
編
さ
れ
ま

し
た
。
幕
府
直
轄
領
は
、
家
康
の
関
東
入

国
直
後
か
ら
関
東
の
農
政
や
地
方
支
配
に

あ
た
っ
た
代
官
伊
奈
忠
次
ら
に
よ
る
検

地
・
治
水
・
新
田
開
発
等
を
通
じ
て
、
整

備
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。 

ま
た
、
再
編
の
結
果
、
現
在
の
埼
玉
県

域
に
残
さ
れ
た
、
川
越
・
忍
・
岩
槻
の
三

城
に
は
、
譜
代
大
名
が
主
と
し
て
配
さ

れ
、
幕
政
を
支
え
る
拠
点
と
し
て
機
能
し

て
い
き
ま
し
た
。 

          

決
ま
り
を
守
っ
て
活
動
し
て
ね 

38
．
◎
関
東
新
義
真
言
宗
法
度 

 〔
明
星
院
文
書
10
〕  

                        

知
行
地
の
権
利
を
認
め
ま
す 

39
．
◎
徳
川
秀
忠
朱
印
状 

〔
稲
生
家
文
書
1290
〕  
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商
い
盛
ん
に
、
領
内
振
興
！ 

40
．
○
高
力
清
長
掟
書 

〔
勝
田
家
文
書
160
〕  

                        

三
人
の
判
子
が
あ
れ
ば
、
通
れ
ま
す 

41
．
○
御
鷹
御
用
人
足
定
書 

 〔
浦
和
宿
本
陣
文
書
５
〕  

                        

今
年
の
年
貢
は
、
こ
の
量
を
納
め
て
く
だ
さ
い 

42
．
上
平
須
賀
村
年
貢
割
付
状 

〔
船
川
家
文
書
954‐

７
〕  
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土
地
の
把
握
は
確
実
に 

43
．
武
州
河
越
領
高
萩
村
御
検
地
水
帳 

〔
飯
島
徳
蔵
氏
収
集
文
書
260
〕  

                  



 
 

史実と偶像 
お
わ
り
に 

現
代
に
至
る
ま
で
の
歴
史
の
流
れ
の
中

で
、
歴
史
上
の
人
物
は
時
に
神
格
化
さ
れ
、

ま
た
時
に
英
雄
視
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

各
時
代
の
為
政
者
の
意
図
や
社
会
的
背
景

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
あ
り
ま
し
た
。 

こ
こ
で
は
、
近
世
以
降
に
豊
臣
秀
吉
を

取
り
上
げ
た
資
料
を
紹
介
し
ま
す
。
本
展

覧
会
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
資
料
か
ら
得
ら
れ
る
史
実
と
脚
色
さ

れ
た
偶
像
の
違
い
を
見
つ
め
直
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 
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草
履
あ
た
た
め
ま
し
た 

41
．
「
絵
本
太
閤
記 

初
篇
」 〔

東
家
文
書
271
～
274
〕  

                        

明
治
時
代
の
秀
吉
ブ
ー
ム 

42
．
豊
国
会
趣
意
書 

〔
加
藤
家
文
書
2116
〕  

                        

立
身
出
世
の
物
語 

43
．
講
談
社
の
絵
本
「
豊
臣
秀
吉
」 

〔
川
田
氏
収
集
文
書
5394
〕  
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44
．
豊
臣
秀
吉(

『
幼
年
倶
楽
部
』
第
十
巻
第
九
号 

附
録) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

〔
古
沢
家
文
書
2420-

１
〕 

                         

45
．
豊
臣
秀
吉(

『
少
年
倶
楽
部
』
第
二
十
四
巻
第

一
号 

附
録) 

 

〔
古
沢
家
文
書
2420-

10
〕 

 



   
豊
臣
秀
吉
が
攻
め
た
武
蔵
国
の
城
は
、
史

跡
や
城
絵
図
と
し
て
遺
さ
れ
て
い
ま
す
。 

城
絵
図
は
曲
輪
の
配
置
、
周
辺
の
地
形
な

ど
を
描
い
た
絵
図
で
、
特
に
近
世
の
城
下
町

を
詳
述
し
た
も
の
を
城
下
絵
図
な
ど
と
い
い

ま
す
。
そ
の
他
に
も
、
航
空
写
真
を
見
る
と

現
代
の
地
形
や
、
町
割
り
の
中
に
城
跡
が
潜

ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
城

絵
図
や
地
形
を
眺
め
て
、
戦
国
乱
世
を
想
像

す
る
の
は
、
幕
末
や
明
治
の
好
古
家
も
同
じ

だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

城
絵
図
と
航
空
写
真
を
眺
め
て
戦
国
時

代
に
思
い
を
は
せ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

            

   

鉢
形
城
跡 

鉢
形
城
は
、
荒
川
が
秩
父
山
地
か
ら
平
野

部
へ
出
て
、
深
沢
川
と
合
流
し
た
切
り
立
っ
た

崖
の
上
に
築
か
れ
た
山
城
で
す
。
荒
川
の
水

運
や
、
鎌
倉
街
道
上
道
、
秩
父
往
還
な
ど
を

押
さ
え
る
交
通
の
要
衝
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

天
正
18
年(

１
５
９
０)

の
豊
臣
軍
の
侵
攻

に
際
し
て
、
城
主
北
条
氏
邦
は
、
浅
野
長
吉
・

木
村
常
陸
介
・
上
杉
景
勝
・
前
田
利
家
ら
に

攻
め
ら
れ
、
一
か
月
に
及
ぶ
籠
城
を
経
て
開

城
し
ま
し
た
。 

文
書
館
に
遺
さ
れ
た
資
料
か
ら
は
、
後
世

ま
で
も
秩
父
や
寄
居
地
域
の
人
々
が
氏
邦
を

慕
う
様
子
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。 

         
 

特
集
展
示 

城
絵
図
の
世
界 

49.武蔵鉢形城絵図〔新田家文書 1〕 

53．昭和 41 年の鉢形城 

跡付近(部分) 

〔埼玉県航空写真Ｓ41 Ａ-７-１〕 
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50・51. ◎鉢形城縄張り図〔小室家文書 6457・6459〕 
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忍
城
跡 

忍
城
は
、
利
根
川
と
荒
川
に
挟
ま
れ
た
平

坦
な
沖
積
地
の
、
四
方
を
沼
地
で
囲
ん
だ
湿

地
帯
に
築
か
れ
た
平
城
で
す
。
城
の
土
地
は
、

沼
地
を
埋
め
立
て
て
形
成
さ
れ
、
発
掘
調
査

で
は
竹
を
筏
状
に
組
ん
だ
も
の
で
地
盤
補
強

を
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。 

 

豊
臣
秀
吉
は
、
天
正
18
年(

１
５
９
０)

に
侵

攻
し
た
石
田
三
成
ら
に
、
大
規
模
な
大
堤
を

作
っ
て
の
水
攻
め
を
敢
行
さ
せ
て
い
ま
す
。 

 

忍
城
に
つ
い
て
は
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け

て
活
躍
し
た
旧
忍
藩
士
の
漢
学
者
清
水
雪
翁

が
多
く
の
考
察
を
残
し
て
い
ま
す
。 

          
 

56．昭和 41 年の忍城跡付近(部分) 

〔埼玉県航空写真Ｓ41 Ａ-７-14〕 

54．忍城絵図〔中村(宏)家文書 282〕 

55．◎武州忍城図(写)〔小室家文書 741〕 
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松
山
城
跡 

松
山
城
は
、
比
企
丘
陵
の
東
端
突
端
部
に

位
置
し
、
南
側
を
市
野
川
に
囲
ま
れ
た
天
然

の
要
害
に
築
か
れ
た
平
山
城
で
す
。 

天
正
18
年(
１
５
９
０)

の
豊
臣
軍
の
侵
攻
の

際
は
、
小
田
原
北
条
氏
配
下
の
城
と
し
て
、

前
田
利
家
・
上
杉
景
勝
の
大
軍
に
包
囲
さ
れ

落
城
し
ま
し
た
。 

 

幕
末
か
ら
明
治
時
代
に
横
見
郡
久
米
田
村 

(

吉
見
町)

の
名
主
・
戸
長
を
務
め
た
好
古
家
の

内
山
作
信
の
ま
と
ま
っ
た
研
究
成
果
が
あ
り
、

『
松
山
城
蹟
略
考
』(

小
室
家
文
書
２
８
９
２)

が
著
さ
れ
て
い
ま
す
。 

   
 

60．昭和 41 年の松山城跡付近(部分)

〔埼玉県航空写真Ｓ41 Ａ-10-12〕 

57．古城跡近傍図(松山城)(写)〔小室家

文書 747〕 

58．松山城蹟図(写)〔小室家文書 740〕 

59．松山城跡本丸全図(写)〔小室家文

書 736〕 
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川
越
城
跡
・
難
波
田
城
跡 

川
越
城
は
、
仙
波
台
地
の
北
東
突
端
部
に

あ
り
、
入
間
川
の
支
流
新
河
岸
川
に
囲
ま
れ

た
台
地
上
と
、
東
側
の
湿
地
を
取
り
込
ん
で

築
城
さ
れ
た
平
山
城
で
す
。
豊
臣
軍
侵
攻
の

際
に
は
前
田
利
家
ら
に
よ
っ
て
開
城
さ
れ
ま

し
た
。 

難
波
田
城
は
、
現
在
の
富
士
見
市
南
畑
の

荒
川
と
新
河
岸
川
に
挟
ま
れ
た
低
地
の
中
で
、

自
然
堤
防
が
最
も
発
達
し
た
場
所
に
築
か
れ

た
平
城
で
す
。
難
波
田
氏
の
居
城
で
、
川
越

と
江
戸
を
結
ぶ
荒
川
流
域
を
警
備
す
る
境

目
の
城
と
し
て
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
豊
臣
軍
侵
攻
の
際
に
は
、
難
波
田

氏
は
松
山
城
で
の
籠
城
に
参
加
し
て
い
ま
し

た
。 

 

 

       

63．昭和 41 年の川越城跡周辺の航空写真

(部分)〔埼玉県航空写真Ｓ41 Ａ-15Ｂ-02〕 

65．昭和 41 年の難波田城跡付近(部分) 

〔埼玉県航空写真Ｓ41 Ａ-17Ｂ-６〕 

61．◎武州河越城地図(写)〔小室家文書 745〕 62．◎川越城地図(写) 〔小室家文書 748〕 

64．武州難波田古城図〔飯島徳蔵氏収集文書 764〕 
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展
示
資
料
解
説 

 

１．○織田信長朱印状

(

断
簡)

〔
西
角
井
家
文
書
6438
〕 

一
通
／
竪
紙
／[

天
正
３
年(

１
５
７
５)]

11
月
６
日 

 

織
田
信
長
は、

岐
阜
の
掌
握
を
機
に、

永
禄
10
年(

１

５
６
７)

から「

天下布武」

の
印
を
使
用
し
始
めます。

翌
年
に
は
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
京
都
に
進
出
しました。

さ
ら
に
天
正
３
年(

１
５
６
５)
、公家

や
門
跡
の
経
済

基
盤
安
定
のため、

山
城
国(

京
都
府)
に
お
い
て
徳
政

を
行
います。

同
年
11
月
に
は
、
公
家
・
門
跡
を
対
象

と
し
て
新
恩
給
与
を
行
い
ま
し
た
。徳
政
と
共
通
した、

対
朝
廷
政
策
の
一
環
と
考
えられるものです。

こ
の

資
料
は、

曼
殊
院
門
跡
に
宛
て
ら
れ
た
新
領
給
与
の
朱

印
状
です。

 

  
 
 
 
 
]

内
百
石
事 

 
 
 
 
 
]

覧之、全可有

 

 
 
 
 
 
]

仍如件、

 

 
 
 
 
 
]

十
一
月

（
天
正
三
年
）

六
日 

信
長 

 
 
(

織
田
信
長
朱
印 

「天下布武」、墨消

) 

 
 
 
 
 
]

御
門
跡 

 

２．

○
豊
臣
秀
吉
朱
印
状(

断
簡)

〔西角井家文書

6439
〕 

一
通
／
竪
紙
／[

年
月
未
詳]

23
日 

豊
臣
秀
吉
が
京
都
の
曼
殊
院
門
跡
に
宛
て
た
領
知
目

録
です。

曼
殊
院
は、

竹
内
門
跡
と
も
呼
ば
れ
る
天
台

宗
寺
院
です。

文
明
年
間(

１
４
６
９―

１
４
８
７)

に

伏
見
宮
貞
常
親
王
の
皇
子
慈
運
法
親
王
が
入
寺
し
て
以

降、門跡寺院

となりました。

本
資
料
で、

秀
吉
は

西
京(

京
都
府)

な
ど
の
土
地
を
宛
行
っています。

秀

吉
は、

発
給
文
書
に
大
判
で
皺
の
あ
る
厚
手
の
楮
紙(

大

高
檀
紙)

を
用
いました。

 

  
 
 
]

録 

 
 
 
]

升 
 

西
京 

 
 
 
] 

 
 

花
薗 

 
 
 
] 

 
 

西
院 

 
 
 
]

八
石 

 
 
 
]

納候也、

 

 
 
 
]

月
廿
三
日 

 
 

(

豊臣秀吉朱印、墨消

) 

 
 
]

竹
内
御
門
跡 

 
大
宮
氷
川
神
社
西
角
井
家
文
書
の
織
田
信
長
朱
印
状

(

№
１)
や
豊
臣
秀
吉
朱
印
状(

№
３)

、また

後
程
紹
介

す
る
徳
川
家
康
朱
印
状(

№
27
・
28)

は、

本
紙
の
一
部

が
欠
損
し、

朱
印
が
墨
で
塗
りつぶされています。

 

西
角
井
家
の
文
書
群
には、

「
諸国寺社朱印状」

と

呼
ばれる、

日
本
全
国
の
寺
社
に
宛
て
ら
れ
た
朱
印
状

な
ど
１
，
０
３
０
点
が
含
まれます。これは

、
明
治

政
府
の
命
に
よ
って

寺
院
か
ら
提
出
さ
れ
た
旧
幕
府
判

物
で
す。

慶応４年（１８６７）閏４月

19
日
付
太

政
官
達
第
318
号
において、

政
府
は
宮
・
公
卿
・
諸
侯
・

神
社
・
寺
院
に
対
して「

旧
幕
府
ヨ
リ
受封之判物」

を
内
国
事
務
局
に
提
出
す
る
よ
う
に
命
じました。こ

れ
に
応
じ
た
寺
社
は、

神
社
240
、寺院

484
にのぼった

といわれています。

 

こ
れ
ら
の
朱
印
状
の
多
くは、

展
示
資
料
のように、

鋭
利
な
刃
物
で
切
断
され、

朱
印
が
墨
で
消
さ
れ
て
い

ます。ここに

旧
権
威
を
否
定
す
る
明
治
政
府
の
強
い

意
志
がうかがえます。

廃
棄
さ
れ
る
過
程
で
古
道
具

屋
に
流
出
し、

明
治
時
代
に
西
角
井
家
の
当
主
が
購
入

したものです。

 

明
治
政
府
によって

回
収
さ
れ
た
朱
印
状
の
一
部
を

成
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
史
料
群
が、

同
文
書
群
の
他

に、

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
と
静
岡
県
久
能
山
東
照

宮
に
伝
わっています。

 

 ３
．
◎
北
条
氏
邦
朱
印
状
〔持田

(

英)

家
文
書
５〕

 

一
通
／
竪
紙
・
巻
子
装
／ 

亥［天正

15
年
（１５８７）

］
６
月
10
日 

本
資
料
は、

鉢
形
城
主
北
条
氏
邦
が
持
田
四
郎
左
衛

門
ら
荒
川
衆
に
宛
て
た
順
守
す
べ
き
規
定
です。

荒
川

衆
とは、

鉢
形
城
領
の
榛
沢
郡
荒
川
郷(

深
谷
市)

に
居

住
し
た
、
地
侍
集
団
です。

地
侍
とは、

土
豪
と
も
称

さ
れ
る
地
域
の
有
力
農
民
で、

武
装
し
領
主
と
被
官
関

係
を
結
び、

軍
役
を
賦
課
されていました。

荒
川
衆

は、

棟
別
銭(

税)

を
免
除
され、

扶
持 (

俸
禄)

を
与
え

られる「

大途之被官」

(

北
条
家
当
主
に
仕
え
る
者)

として「

帳面」

で
把
握
され、

軍
役
を
賦
課
さ
れ
て

い
た
ことが、

本
資
料
か
ら
わ
か
り
ま
す
。 



  戦国乱世の終焉と泰平の世 
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地
侍
の
多
くは、

近
世
に
至
ると、

名
主
な
ど
村
役

人
と
し
て
村
政
を
担
っていきます。

 

 

一、此度帳

に
載候者共、孫子之代出家等迄道具

も
ち

（持）

た
や

（絶）

す
ま
し
く
候、又自他所参候牢人

なと、

則
致
支

度、

た
し
な

（嗜）

ませ」へく

候
事 

一、正月者、毎年四日

ニ
何
も
道具持参、御礼可申上事」

 

一、何

も
棟別御赦免、御扶持之上者、誰

か
知
行
に
踞者、」

大
途
之
御
被
官
た
る
へ
く
候間、領主・代官致非分候

ハヽ、

其郷」致一同、目安

をかき、

大
好
寺
曲
輪
へ
も

ち
参、大好寺

ニ
可
渡
之
候
事 

一、公方御用之時者、御印判

を
以、可被仰付候事」

 

一、年中一度之普請之儀者、従前々致

つ
け
候者共」計、

可
致
之
候
事 

一、

こ
し
さ
し

（腰指）

成共、何成共、

さ
し

（指）

物致、

た
し
な
み
も
ち

可申候事」

 

一、

は
を
り

（羽織）

一
ッ、

紙
にても、

何
に
て
も
め
ん
〳
〵
に
致之、

もち」

可
申
候
事 

 
 
 
 

已
上 

 

右之旨、能々可相守者也、仍如件、

 

 
 
 

亥
六
月
十
日

（
天
正
十
五
年
）

 
(

北条氏邦朱印「翕邦挹福」

) 

 
 
 
 
 
 

荒
川
た
ゝ

（只）

沢 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

も
ち

（持）

田
四
郎
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 

治
部
左
衛
門 

 

４
．
◎
北
条
氏
邦
検
地
書
出
〔持田

(

英)

家
文
書
６〕

 

一
通
／
継
紙
・
巻
子
装
／ 

戊子［天正

16
年
（１５８８）

］
８
月
15
日 

鉢
形
城
主
北
条
氏
邦
が
荒
川
郷 

(

秩
父
市)

で
行
っ

た
検
地
の
書
出
です。

中
世
に
は
土
地
の
収
穫
高
を、

近
世
の
石
高
ではなく、

通
貨
単
位
の
貫
高
で
表
し
ま

した。

本
資
料
では、

永
楽
銭
で
20
貫
219
文
分
の
収
穫

のうち、

３
貫
668
文
を
持
田
左
京
亮
ら
11
人、

１
貫
541

文
を
持
田
四
郎
左
衛
門
尉
の
扶
持(

俸
禄)

とし、

15
貫

文
を
定
納(

年
貢)

と
し
て
い
ま
す
。 

  
 
 

荒
川
之
郷
御
検
地
之
辻
事 

永
楽
銭 

 

弐
拾
貫
弐
百
九
文 

此
度
改
之
辻 

 
 
 

此
内 

 

三
貫
六
百
六
十
八
文 

当
開
十
一
人
御
扶
持
被
下
事 

 
 

此
取
衆 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

持
田
左
京
亮 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

同 

舎
人 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

中
島
図
書
助 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

河
田
隼
人 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

大
屋
玄
蕃 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

同 

市
助 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

弥
左
衛
門
尉 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

孫
左
衛
門
尉 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

小
四
郎 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

六
郎
左
衛
門
尉 

 
 
 

三
百
卅
文 

 
 
 
 

縫
殿
助 

 
 
 
 

以上、三貫六百卅文

 

拾
六
貫
五
百
四
十
一
文 

本
田
高
辻 

 

此
内 

 
 

壱
貫
五
百
四
十
一
文 

持
田
四
郎
左
衛
門
尉
御
扶
持 

残
而 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニ
被
下 

 

拾
五
貫
文 

風損日損無之、定納、

 

 
 
 

以上、弐拾貫弐百九文

 

永
楽
銭 

一、当八月

よ
り
も
あ
ら
く
ニ
開候原、何

も
牢
人 

 

何
者
も
開
く
人、永代知行

ニ
可
被
下
事 

一、彼宿

へ
他
所
よ
り
移候者、永代無諸役不入

ニ 

 

被 

仰出候、然者自前々定候

て
懸候役之物、

 

荒
川
・
多
田
沢
両
村
出
合
可
走
廻
事 

一、方々懸廻、他所之者、当秋廿

か
ま
と
可 

 

引
移
事 

右、定所如件、

 

 
 

戊
子
八
月
十
五
日

（
天
正
十

六
年

）

(

北条氏邦朱印「翕邦挹福」

) 

 
 
 
 
 

荒
川
之
郷 

 
 
 
 
 
 
 

持
田
四
郎
左
衛
門
尉 

 

５
．北条氏政書状

〔根岸浩太郎家文書３〕

 

一
通
／
竪
切
紙
／ 

[

天
正
10
年(

１
５
８
２)]

２
月
15
日 

本
資
料
は、

金
山
城(

群
馬
県)

の
由
良
氏
か
ら
の
報

告
を
受
け、

北
条
氏
政
が
弟
の
安
房
守(

北
条
氏
邦)

に

宛
て
た
文
書
です。

小
田
原
北
条
氏
は、

佐
竹
氏
・
宇

都
宮
氏
ら
反
北
条
氏
勢
力
と
の
対
立
を
激
化
さ
せ
て
い

ました。「

河辺之人衆」

の
動
員
は「

大途事」

(

北
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条
家
当
主
の
差
配)

で
あ
る
の
で
報
告
す
る
よ
う
伝
え

ています。
 

こ
の
後、

天
正
12
年(

１
５
８
４)

、北条氏

と
反
北

条
連
合
は
下
野
国
沼
尻(

栃
木
県)

に
お
い
て
合
戦
に
及

び
ま
す(

沼
尻
合
戦)

。 

 

従
金
山
之
一
札

（群馬県）

到来、先段者

給
候
ニ

（折々

ヵ）

内儀候間、

 

愚
意
委
細
申
越
候
キ、

何
時
も
河
辺
之
人
衆 

被引立候者、自元大途事

ニ
候間、直

ニ
氏
直
江 

被相達可然候、其勘弁簡要候、猶々

給
候
者

（折々

ヵ）

 

内談候得者、其筋目申候、扨又、見当而可被致

 

筋目候者、尤旁々可有御出陣上

ハ
御心易候、恐々

 

謹言、

 

 
 
 

二
月
十
五
日

（天正十年）

 
 
 

氏
政

（北条）

(

花
押) 

 
 
 
 

安
房
守

（北条氏邦）

殿 

 

６．上杉景勝

掟
書 

〔島津家

(

米
沢
藩
上
杉
家
家
中)

文
書
27
〕 

一
通
／
継
紙
／
天
正
10
年(

１
５
８
２)

７
月
日 

本
能
寺
の
変以降、織田軍

が
撤
退
し
た
信
濃
で
は

越
後
上
杉
・
小
田
原
北
条
・
徳
川
の
３
氏
に
よ
る
戦
闘

が
激
化
しました。

長
沼
城 

(

長
野
県)

に
入
城
し
た

上
杉
景
勝
は、

家
臣
の
島
津
淡
路
守(

忠
直)

に「

河
北

郡司」

の
職
を
与
え、

支
配
を
代
行
させます。この

資
料
は、

景
勝
か
ら
忠
直
に
与
え
ら
れ
た
長
沼
城
に
お

け
る
掟
書
です。

 

 

 
 
 

掟 

一、城中江不案成者、出入堅可

 

 

令
停
止
之
事 

一、屏道具・鑿木、如

信
玄

（武田）

・
勝
頼

（同）

 

 

時
之
可
為
切
事 

一、要害普請之時、或郡司不入、

 

或号何忰被官、於令難渋者

 

其
地
頭
へ
相届、急度可申付候、

 

其
上
も
地
頭
何
歟
ヲ
於申者、以

 

交
名
□
進

註

速
可
令
糺
明
事 

 
 
 

付、伝馬宿送朱印見届

 

 
 
 

可相調候、是

も
自
然
仮
膝
下 

 
 
 

之者共之権、我侭之族於有

 

 
 
 

之者、荷物其人相留可及

 

 
 
 

註
進
事 

 
 
 
 
 

以
上 

 
天
正
十
年 

 
(

上杉景勝朱印「立願

 

勝
軍
地
蔵 

 
 
 
 

七
月
日 

 
 
 
 
 
 
 

摩
利
支
天 

飯縄明神」

) 

 
 
 
 
 

嶋
津
淡
路
守

（忠直）

殿 

 

本
資
料
を
伝
え
た
島
津
家
は、

薩
摩
・
大
隅
国 (

鹿

児
島
県)

の
守
護
職
であった

島
津
家
の
流
れ
を
汲
み、

信
濃
国
上
水
内
郡
長
沼 

(
長
野
県)

を
本
拠
と
し
た
一

族
です。

武
田
信
玄
の
侵
攻
を
受
け
て
越
後 (

新
潟
県)

に
逃
れ、

上
杉
氏
に
仕
えました。

上
杉
氏
の
移
封
に

従
い、

米
沢
に
移
り
住
みます。

島
津
家(
米
沢
藩
上
杉

家
家
中)

文
書
は、

昭
和
50
年
代
に
同
氏
の
縁
戚
で
あ

る
石
垣
氏
か
ら
寄
託
を
受
け、

平
成
24
年(

２
０
１
２)

に
は
寄
贈
となりました。

 

 

７．北条家朱印状

〔根岸浩太郎家文書１〕

 

一
通
／
竪
紙
／ 

[

天
正
10
年
（１５８２）

]

10
月
25
日 

本
能
寺
の
変後、

織
田
領
国
となった

武
田
氏
旧
領

は、その

支
配
体
制
が
確
立
しておらず、

小
田
原
北

条
氏･

越
後
上
杉
氏･

徳
川
氏
の
間
で、

そ
の
争
奪
戦
が

勃
発
し
ま
す
。いわゆる

天
正
壬
午
の
乱
で
す
。
武
田

氏
遺
臣
の
真
田
昌
幸
は、

一
旦
は
北
条
氏
に
属
し
た
も

のの、

徳
川
氏
に
寝
返
り
ま
し
た
。
本
資
料
は、

北
条

氏
直
が「

肝要之巷」

となった

内
山(

長
野
県)

で
の

軍
事
行
動
を
家
臣
の
猪
俣
能
登
守(

邦
憲)

に
命
じ
た
朱

印
状
です。

 

 

就
真
田

（昌幸）

動、

内
山
地

（長野県）

肝
要
之 

巷
ニ
候間、彼地

ヘ
早
々
相
移
万 

端入精可走廻候、仍如件、

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奉
之 

 
 

十
月
廿
五
日

（
天
正
十

年
）

 
 

垪
和
伯
耆
守

（
康
忠
）

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

北条家朱印「禄寿応穏」

) 

 
 
 

猪
俣
能
登
守

（
邦
憲
）

殿 

 

【参考

１
】
○
徳
川
家
康
判
物
〔
西
角
井
家
文
書
6584
〕 

 
 
 

一
通
／
竪
紙
／
天
正
10
年
壬
午
（１５８２）

11
月 

天
正
10
年(

１
５
８
２)

10
月、徳川家康

と
北
条
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氏
直
の
間
で
和
睦
が
結
ばれ、

上
野
国(

群
馬
県)

は
北

条氏、甲斐国
(

山
梨
県)

・
信
濃
国(

長
野
県)

は
徳
川

氏
の
領
国
となります。しかし、

家
康
と
在
地
勢
力

の
対
立
は
続
いたようです。

本
資
料
は、

家
康
が
一

蓮
寺(

山
梨
県)
に
対
して、

建
物
や
末寺、田地

の
領

有
を
保
障
したものです。

 

 

甲
州
一
蓮
寺
領
寮 

舎
・
末
寺
并
名
田
等
之
事 

右
如
前
々
不
可
有 

相違之状、如件、

 

天
正
十
年
壬
午 

 
 
 

十
一
月 

（花押）
徳
川
家
康

 

 
 
 

一
蓮
寺 

 

８
．
◎
北
条
氏
邦
書
状
〔小室家文書

5700
〕 

一
通
／
竪
切
紙
／
天
正
11
年
（１５８

３
）
５
月
17
日 

鉢
形
城
主
北
条
氏
邦
が
小
田
原
北
条
氏
の
家
臣
垪
和

康
忠
に
宛
て
た
書
状
です。

上
野
国(

群
馬
県)

沼
田
氏

の
一
族
と
さ
れ
る
赤
見
氏
は、

甲
斐
武
田
氏
に
属
し、

そ
の
滅
亡
後
は
北
条
氏
に
仕
えました。

天
正
壬
午
の

乱
後
の
国
分
に
お
い
て
信
濃
国
が
徳
川
領
国
となった

ため、

上
野
国
に
移
り
住
ん
だ
入
道
は
松
井
田(

群
馬

県)

に
２
貫
文
を
与
えられたものの「

如
何
共
進
退
不

罷成」

と
い
う
状
態
になりました。

 

そ
の
際
に、

取
次
を
行
ったのが

氏
邦
で
す
。
氏
邦

は、

赤
見
入
道
の
業
績
を
記
すとともに、

入
道
が
小

田
原(

神
奈
川
県)

へ
参
府
す
る
旨
を
伝
えています。

 

 

度々申上候、赤見入道事、先

年
越
国
江

（越後国）

越候時分、御」

忠信申上候、

大
聖
院
殿

（北条氏康）

御
証
文
以
下
ニ
も
致所持、去年」

信
州
御
乱
入
之
時
分
も、

最
前
ニ
罷出候、致案内者走廻

候、」信州

家
康

（徳川）

江被仰付、従類召連

、当国

へ

（上野国）

罷移候、

依之、」

松
井
田

（群馬県）

御
領
所
之内弐貫文、屋敷共、於信州御

陣被下置候、」如何共進退不罷成、有候扶持可被下歟、 赤見入道」致参府候間、御糺明候而被申上尤候、恐々 謹言、

 

 
 
 

五
月
十
七
日

（天正十一年）

 
 
 
 

氏
邦

（北条）

(

花
押) 

 
 
 

垪
伯
参

（垪和康忠）

 

 
 
 
 
 

『相州 （異筆）

小
田
原
氏
政
ノ
舎弟安房守殿御判』

 

 

９
．
◎
徳
川
家
康
書
状(

写)

〔持田

(

英)

家
文
書
23
〕  

一
通
／
竪
紙
・
巻
子
装
／ 

[
天
正
11
年(

１
５
８
３)

ヵ]

11
月
15
日 

※
パ
ネ
ル
展
示 

「惣

無事」

と
は
戦
国
時
代
の
秩
序
維
持
や
回
復
な
ど

の
政
策
を
示
します。

織
田
政
権
下
で
関
東
の
平
和
実

現
を
担
った

徳
川
家
康
は、

天
正
壬
午
の
乱以降、再

び
戦
乱
に
陥
った

「
関東惣無事」

の
実
現
を、

豊
臣

秀
吉
か
ら
一
任
さ
れ
ました。

本
資
料
は、

天
正
11
年

(

１
５
８
３)

、その

実
現
を
命
じ
た
秀
吉
の
通
達
を、

家
康
が
北
条
氏
に
仲
介
したものです。

当
時
の
北
条

氏
と
佐
竹
氏
ら
反
北
条
勢
力
と
の
対
立
は
私
戦
と
見
な

され、「

惣無事」

に
違
反
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
ま
し

た
。 

 

関
東
惣
無
事
之
儀
ニ
付而、従

羽
柴

（秀吉）

方 

如此申来候、其趣先書申入候之間、

 

只
今
朝
比
奈
弥
太
郎

（
泰
勝
）

為持、為御披

 

見進之候、好々被遂御勘弁

 

御報可示預候、此通

氏
直

（北条）

江
も
可
申
達
候 

処、御在陣之儀

ニ
候条、不能其儀

 

候
之
条
様
子
御
陣
江
被
下
届
可 

然候様専要候、委細弥太郎

 

口
上
ニ
申含候、恐々謹言、

 

 

十
一
月
十
五
日

（
天

正
十
一
年
）

 
 
 

家
康

（
徳
川
）(

花
押
影) 

 
 

北
条
左
京
太
夫

（
氏
政
）

殿 

 

 

【参考２】

毛
利
輝
元
・
吉
川
元
春
・
小
早
川
隆
景
連
署

起
請
文
〔井原家

(

萩
藩
毛
利
家
家
中)

文
書
85-

３〕

 

 
 
 

一
通
／
継
紙
・
巻
子
装
／ 

天
正
10
年(

１
５
８
２)

６
月
９
日 

天
正
10
年(

１
５
８
２)

６
月
２
日、本能寺

の
変
が

起
こりました。

備
中
高
松
城(

岡
山
県)

攻
め
の
陣
中

にあった

豊
臣
秀
吉
は、

即
座
に
毛
利
氏
と
講
和
し、

全
軍
を
京
へ
と
取
って

返
しました。

本
資
料
は、そ

の
直
後
に
毛
利
輝
元
ら
が
伊
賀
与
三
郎(

家
久)

に
宛
て

たものです。その

戦
功
を
賞
し、

今
後
も
な
お
ざ
り

に
し
な
い
こ
と
を
神
仏
に
誓
って

います。

 

こ
う
し
た
起
請
文
には、

裏
面
に
牛
玉
宝
印
が
押
さ
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れています。

厄
除
け
の
護
符
で
あ
る
牛
玉
宝
印
は
多

く
の
社
寺
で
配
られ、

特
に
熊
野
那
智
大
社(

和
歌
山

県)
の
も
の
が
有
名
です。

熊
野
神
の
使
で
あ
る
カ
ラ
ス

を
木
版
刷
で
配
し
、
朱
印
を
押
しました。

表
面
に
書

か
れ
た
神
仏
へ
の
誓
約
を
破
れば、その

罰
を
受
け
る

ことになります。

記
さ
れ
た
神
仏
の
名
は、

文
書
を

発
給
す
る
側
が
属
す
る
地
域
性
を
示
す
こ
と
が
あ
り
ま

す。

本
資
料
には、

毛
利
氏
が
信
仰
した「

厳
嶋
大
明

神」

の
名
が
見
えます。

 

 

雖事新儀候、去年以来別而

 

御入魂、殊今度上勢打下、此表

 

及鉾楯候処、以無二御覚期、

 

中筋被相押、無異儀候故、任存

 

分候、於各令満足候、然間、向後

 

自岡山御身上之儀、雖被申、無

 

忘却見放申間敷候、若此旨

 

於偽者、可罷蒙

 

梵天帝釈・四天王、惣日本

 

国中大小神祇、八幡大菩薩、

 

摩利支尊天、殊厳嶋大明神・

 

氏
神
・
天
満
大
自
在
天
神
御
罰 

者也、

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毛
利 

 
 

天
正
十
年
六
月
九
日 

 

輝
元(

花
押) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

吉
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

元
春(

花
押) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
早
川 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

隆
景(

花
押) 

 
 
 

伊
賀
与
三
郎

（
家

久
）

殿 

 【参考３】毛利輝元起請文

  

〔井原家

(

萩
藩
毛
利
家
家
中)

文
書
85-

４〕

 

 
 
 

一
通
／
継
紙
・
巻
子
装
／ 

天
正
11
年(

１
５
８
３)

閏
正
月
12
日 

天
正
10
年(

１
５
８
２)

６
月
２
日、本能寺

の
変
が

起
こりました。

備
中
高
松
城(

岡
山
県)

攻
め
の
陣
中

にあった

羽
柴
秀
吉
は、

即
座
に
毛
利
氏
と
講
和
し、

全
軍
を
京
へ
と
取
って

返
しました。

本
資
料
は、そ

の
翌
年
に
毛
利
輝
元
が
伊
賀
与
三
郎(

家
久)

に
宛
て
た

もので、「

和平之是非」

に
関
わらず、なおざりに

し
な
い
こ
と
を
誓
っています。

本
資
料
は【

参考２】

と
異
な
り
輝
元
単
独
で
の
起
請
文
ですが、

同
日
付
で

同
内
容
の
小
早
川
隆
景
・
吉
川
元
春
連
署
起
請
文(

井
原

家(
萩
藩
毛
利
家
家
中)

文
書
85-

５)

も
発
給
さ
れ
て
い
ま

す。

 また、

本
資
料
の
発
給
に
関
し
て
輝
元
と
家
久
の
や

り
と
り
を
示
す
資
料
も
伝
来
し
て
い
ま
す(

毛
利
輝
元

書状、

井
原
家(
萩
藩
毛
利
家
家
中)

文
書
85-

13)

。秀

吉
と
の
和
睦
交
渉
に
当
たった

安
国
寺
恵
瓊
の
下
向
を

聞
い
た
家
久
は、

河
原
六
郎
右
衛
門
尉
を
介
して、

度
々

状
況
を
問
い
合
わせていたようです。

輝
元
は、

家

久
の
身
上
に
つ
い
て
「
和平之是非」

に
関
わ
ら
ず
見

放
つことはないことを「

神文」

で
申
し
入
れ
る
こ

と
を
伝
えています。この「

神文」

が
本
資
料
と
考

えられます。

 

 

就都鄙和睦申操之儀、御身

 

上無二之御覚悟之通、重々被仰

 

越之無異儀候、就間、不相構和

 

平之是非、聊以見放申間敷候、

 

弥不相替御入魂可為本望候、

 

若此旨於偽者、可被蒙

 

日
本
国
中
太
小
神
祇
、
八
幡 

太
菩
薩
、
天
満
大
自
在
天 

神
、
摩利支天尊天、殊者

 

厳
嶋
両
太
明
神
之
御 

罰者也、仍神文如件、

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毛
利 

天
正
十
一
年
閏
正
月
十
二
日 

輝
元(

花
押) 

 
 
 

伊
賀
与
三
郎

（
家
久
）

殿 

 

10
．豊臣秀吉朱印状

 

〔井原家

(

萩
藩
毛
利
家
家
中)

文
書
１〕

 

一
通
／
継
紙
／[

天
正
15
年(

１
５
８
７)]

10
月
27
日 

天
正
15
年(

１
５
８
７)

、豊臣秀吉

は
九
州
平
定
を

終
え、

大
坂
城
に
凱
旋
しました。しかし、

在
地
勢

力
の
抵
抗
は
続
き
ま
す
。
本
資
料
は、

宛
所
は
欠
け
て

いますが、

毛
利
輝
元
・
小
早
川
隆
景
の
動
静
や
厳
島

神
社
へ
の
寄
進
米
の
兵
粮
転
用
な
ど
の
内
容
から、

大

坂
に
い
た
秀
吉
が
毛
利
氏
の
関
係
者
に
宛
て
た
も
の
と

考
え
ら
れます。
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去十四日之書状、今日廿七於大坂加披見候、
 

一、至

南
関
長

（熊本県）

々
令
在
陣、

有
動

（兼元）

付
城
へ、

兵粮・玉薬等」

指籠、

立
花

（宗茂）

・
高
橋

（直次）

在番丈夫申付、隈本

へ
も
通路」輙

之由、雖不始于今儀候、粉骨段、被感思召候事

 

一、豊前内

城
井

（鎮房）

・
野
仲

（鎮兼）

・
山
田

（種賢）

一揆令蜂起候処、」黒田

勘
解
由
父
子

（孝高・長政）

懸付、数人討取由被申越候、尤候事

 

一、

岩
石
へ

（福岡県）

一揆少々取上候者、定指儀在之間敷

と」

察

被思召候、此式之儀

ニ
上
方
人
数
被
差
遣
候
へ
者、」毛

利
右
馬
頭

（輝元）

外
聞
も
如何候所、輝元人数被相揃」無越度

様
行
肝
要
候 

一、

厳
嶋
へ

（広島県）

寄進之米事、借候

て
兵
粮
ニ
出候由尤候、」

然
者
上
方
人
数
ニ
も
不及候由、書中旨被聞召候、」弥

兵粮入儀候者、重而

も
借可申候旨、可被申越候事

 

一、肥後・豊前・肥前一揆起候付而、国侍・牢人共古
城
へ」

取上在之由、切々被申越候、然者大敵

ニ
て
あ

ら
す
候条、」一揆原・其外国々牢人原之儀可被追払

儀候者、可安」儀候間、右馬頭悉分国之人数

を
不
残

召連、於被越者、」何之一揆

も
に
ゑ
入可申候哉、雖

太儀候、外聞

ニ
者」不相替物候間、

は
か
り
候
様
ニ
成

敗
之
儀
可
然
候
事 

一、当年中

ハ
無余日、向寒天、此方

ゟ
遣
候
人
数
ハ」

痛

入候条、明春十五日

ゟ
内
ニ、

御
人
数
并
始
大
和

(

豊
臣

」

大
納
言

秀長）

被仰付可被遣候間、為何一揆指起候共不」

事 

一、輝元・

隆
景
両

（小早川）

人
才
覚
ニ
も
不成、国々

ニ
被仰付」被

置候者共、及迷惑候付而

ハ、

当
年
中
ニ
も
御」自身被

出御馬、悉可被仰付候、一揆原之事候間、」不被出 御馬、二万三万被遣候

ても、なて

切之儀者可」安

と

被
思
召
候
へ
共
当
年
何
に
も
長陣被下付、痛」被思召候

条、各御人数同前御骨

をおらせられ」

可
出
御
馬
候
へ

ハ、

諸軍勢及迷惑間敷候間、

さて」

右之分被思召候、

此
由
輝
元
・
隆
景
両
人
へ
も
可被」申伝候、雖為寒天之

刻、御陣触

に
も
及間敷」候条、其方一左右次第、可

被出御馬候、其方之事」打続辛労候、尚追々可被仰 由候也、

 

 
 
 
 

十
月
廿
七
日

（天正十五年）

 
  

 
(

豊
臣
秀
吉
朱
印) 

 
( 

宛 

所 

欠 
) 

 

本
資
料
を
伝
え
た
井
原
家
は、

安
芸
国
高
田
郡
井
原

村(

広
島
県)

出
身
の
高
氏
の
一
族
です。

毛
利
氏
に
従

属
し、

戦
国
時
代
末
期
に
は
３
家
に
分
かれました。

本
文
書
群
を
伝
え
た
井
原
家
は、

元
良
の
三
男
で
あ
る

元
歳
の
家
系
です。

歴
代
当
主
は
藩
の
要
職
を
歴
任
し、

若
干
の
異
動
は
あ
る
も
の
の
知
行
高
約
１
，
０
０
０
石

を
有
しました。

井
原
家(

萩
藩
毛
利
家
家
中)

文
書
は、

昭
和
53
年(
１
９
７
８)

、元歳

の
末
裔
で
あ
る
埼
玉
県

内
在
住
の
井
原
氏
か
ら
寄
託
されたものです。

 

 

11
．
豊
臣
秀
吉
書
状
〔
根
岸
浩
太
郎
家
文
書
２〕

 

一
通
／
横
切
紙
／[

年
未
詳]
８
月
５
日 

 

本
資
料
は、

土
田
肥
前
守
が
贈
った

曝
布)(

さ
ら
し

ぬ
の)

２
端(

反)

についての、

豊
臣
秀
吉
か
ら
の
礼
状

です。

曝
布
は、

晒
布
・
漂
布
と
も
表
記
し、

白
く
晒

し
あ
げ
た
麻
布
の
こ
と
を
指
します。この

贈
答
に
関

わ
る
秀
吉
か
ら
の
使
者
は、

仁
右
衛
門
尉 (

増
田
長
盛)

が
行
っています。

発
給
さ
れ
た
年
代
及
び
宛
所
の
土

田
肥
前
守
に
つ
い
て
は
不
明
です。

 

 

曝
布
二
端
送 

越候、心入候段、

 

令祝着候、其元

 

儀
諸
事
肝
煎 

専用候、尚

仁
右
衛
門
尉

（増田長盛）

 

か
た

（語）

り
可申候、恐々

 

謹言、

 

 
 
 
 
 

筑
前
守 

 

八
月
十
五
日 

秀
吉

（豊臣）

(

花
押) 

 
 
 

土
田
肥
前
守
殿 

 

12
．
◎[

太
閤
秀
吉
黒
船
大
坂
凱
征
之
図] 

〔小室家文書

6369-

16
〕 

一
紙
／
多
色
刷
・
巻
紙
装
／[

江
戸
時
代] ※

パ
ネ
ル
展
示 

天
正
15
年(

１
５
８
７)

７
月、九州平定後

の
豊
臣

秀
吉
に
よ
る
大
坂
凱
旋
を
描
い
た
、
江
戸
時
代
の
浮
世

絵
です。

黒
い
船
の
上
に
は
桐
紋
の
陣
旗
と
千
成
瓢
箪

の
旗
印
が
見
え、

秀
吉
の
大
将
船
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

ります。この

船
は
蒸
気
船
で、

秀
吉
の
時
代
に
は
存

在
しません。

幕
末
の
将
軍
徳
川
家
茂
の
上
洛
を、

秀

吉
の
凱
旋
に
見
立
て
た
も
の
です。
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文化元年（

１
８
０
４
）、次

の
よ
う
な
触
が
出
さ
れ

ています（『

江戸町触集成』第

11
巻）。

江
戸
幕
府

に
よ
る
出
版
統
制
のなか、

天
正
年
間
の
頃
以
来
の
武

将
は、

名
前
は
勿論、紋所

や
合
印
な
ど
を
浮
世
絵
や

草
紙
に
載
せることができませんでした。その

対

応
策
として、

歴
史
上
の
武
将
に
当
時
の
将
軍
を
見
立

て
た
浮
世
絵
が
出
版
されたのです。

 

 

子
五
月
十
七
日 

 

奈
良
屋
市
右
衛
門
殿
ニ
て
被
申
渡 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

絵
草
紙
問
屋 

行
事
共 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
番
名
主
共 

絵
草
紙
類
之
義
ニ
付、度々町触申渡之趣有之候所、

今以如何成品商売致、不埒之至

ニ
候
ニ
付、今般

吟味之上、夫々咎申付候、以来左之通可相心得 候 一、一枚絵・草双紙類、天正之頃以来之武者等、
名
前
を
顕
し
画
候
義
ハ
勿論、紋所・合印・名前

等
紛
敷
認
候
義
も
決
て
致
間
識
候 

 
 

（中略）

 

右
の
通相心得、其外前々触申渡候趣堅相守、商

売致、行事共入念可相改候、此度絶板申付候外 ニ
も、

右
申
渡
ニ
違
候
分
ハ
行事共相糺、早々絶板

いたし、

已来等閑之義無之様可致候、若相背

ニ

お
ゐ
て
ハ
絵草紙取上、絶板申付、其品々

ニ
寄、

厳敷咎可申付候、

 

 

13
．
◎
北
条
氏
房
朱
印
状
〔道祖土家文書

16
〕 

一
通
／
竪
切
紙
・
巻
子
装
／ 

戌[

天
正
14
年
（１５８６）

]

６
月
11
日 

天
正
14
年(

１
５
８
６)

以降、小田原北条氏

と
豊

臣
秀
吉
の
間
で
軍
事
的
緊
張
が
高
まりました。

北
条

氏
が
防
衛
の
た
め
に
進
め
た
の
が
城
郭
の
普
請 

(

工

事)

です。

本
資
料
は、

岩
付
城(

さ
い
た
ま
市)

の
普
請

の
た
め
に
城
主
北
条
氏
房
が
道
祖
土
図
書
助(

満
兼)

に

宛
てたものです。

三
保
谷
郷(

川
島
町)

の
男
子
１
人

も
残
ら
ず
人
足
と
し
て
動
員
し、

５
日
間
働
く
よ
う
命

じています。

 

 来
十
四
日
ニ
鍬
箕
を
持、中城

へ
相集、奉行如申」普請可

致之、何之御領所方

も、

男
其
郷
ニ
一
人
も」

不残、悉代

官召連罷出、五日可走廻候、御前之御普請

ニ」

候間、

何
を
も
被為頼候、若不罷出者有之由、申出

ニ
付而者」

即代官可被召上、為後日、仍如件、
 

 
 

戌

(
天

正
十

四
年 

 
(

北条氏房朱印「心簡要」

) 

 
 
 
 

六
月
十
一
日 

 
 
 
 
 
 

三
保
谷
郷 

 
 
 
 
 
 
 
 

道
祖
土
図
書
助

（
満

兼
）

殿 

 

14
．◎

北
条
氏
房
朱
印
状
〔道祖土家文書

17
〕 

一
通
／
小
切
紙
・
巻
子
装
／ 

亥[

天
正
15
年
（１５８７）

]
２
月
６
日 

豊
臣
秀
吉
は、

天
正
15
年(

１
５
８
７)

に
関
東
平
定

へ
本
格
的
に
乗
り
出
します。

本
資
料
は、

小
田
原
城 

(

神
奈
川
県)

の
普
請
に
人
足
３
人
を
差
し
出
すよう、

北
条
氏
房
が
道
祖
土
図
書
助(

満
兼)

に
命
じ
た
も
の
で

す。

こ
の
際、

満
兼
自
身
の
出
仕
は
免
除
さ
れ
て
い
ま

す。

本
資
料
と
同
様
の
動
員
命
令
が
県
内
複
数
の
村
に

伝
存
しており、

大
規
模
動
員
が
図
ら
れ
た
こ
と
が
わ

かります。

 

 

此
度
於
小
田
原
之
普
請
三 

人着到候衆者、人足計

 

可出之、但福嶋出羽守・立河

 

山城守、彼両人方

へ
如
着 

到出、自身者赦免候、

 

着到出処、就遅々者、可為

 

重科者也、仍如件、

 

追日限者、可為惣並、

 

 
 

亥

（
天
正
十

五
年

） 
(

北条氏房朱印「心簡要」

) 

 
 
 

二
月
六
日 

 
 
 
 
 
 

道
祖
土
図
書
助

（
満
兼
）

殿 

 

15
．
◎
北
条
氏
房
朱
印
状
〔道祖土家文書

18
〕 

一
通
／
竪
紙
・
巻
子
装
／ 

丁
亥(

天
正
15
年
／
１
５
８
７)

８
月
７
日 

豊
臣
秀
吉
は、

天
正
15
年(

１
５
８
２)

に
関
東
平
定

へ
本
格
的
に
乗
り
出
します。

脅
威
を
感
じ
た
北
条
氏

直
は、

「
御国御用」

と
し
て
相
模
・
武
蔵
国
に
人
改
令

を
発
しました。

岩
付
城
主
北
条
氏
房
は、これにな

らって

岩
付
領
で
同
様
の
人
改
令
を
発
給
しています。

本
資
料
は、「

当
城 (

岩
付
城)

御用」

の
た
め
道
祖
土



  戦国乱世の終焉と泰平の世 

- 52 - 

 

図
書
助(

満
兼)

に
宛
てたもので、「

侍・凡下」

を
問

わ
ず
、
非
常
時
に
動
員
す
べ
き
戦
闘
員
の
数
を
把
握
す

る
こ
と
を
目
的
としました。

８
月
晦
日
ま
で
に
弓
・

槍
・
鉄
砲
な
ど
の
装
備
を
準
備
するとともに、

15
～

70
歳
を
対
象
に
選
出
し、

そ
の
名
を
記
し
た
交
名(

名

簿)

を
同
月
20
日
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て

います。

 

  
 
 

定 

一、於当郷不撰侍・凡下、自然当城御用

 

 

之
時
可
被
召
使
其
名
を
可
記
事 

一、此道具弓・鑓・鉄放、何成共存分次第、或

 

 

商人、或細工人之類迄、十五・七十

を
限
而
不 

 

恐権門可記之、其内手軽可走廻、年比之者

 

 

撰
出
人
数
可
申
上
事 

一、此走廻心懸相嗜者

を
ハ、

侍
ニ
ても、

凡
下
ニ
て
も 

 

可
有
御
褒
美
事 

右、自然之時之御用也、八月晦日

を
切而、右之道

 

具可致支度、郷中之請負、其人之交名

 

以
下
を
ハ、

当月廿日可申上者也、仍如件、

 

 

追而、依所贔屓、書落申

ニ
付而者、可処厳科者也、

 

 
 
 

丁
亥

（
天
正
十
五
年
） 

(

北条氏房朱印「心簡要」

) 

 
 
 
 
 

八
月
七
日 

 
 
 
 
 
 

三
保
谷
之
郷 

 
 
 
 
 
 
 

道
祖
土
図
書
助

（
満
兼
）

殿 

 

16
．北条氏直感状

〔金井家文書２〕

 

一
通
／
横
切
紙
／ 

[

天
正
18
年(

１
５
９
０)]

正
月
28
日 

本
資
料
は、

北
条
氏
直
が
金
井
猪
助
の「

足利表」

で
の
働
き
を
賞
し
た
感
状
です。

足
利
城(

栃
木
県)

主

の
長
尾
顕
長
は、

実
兄
の
桐
生
城(

群
馬
県)

主
由
良
国

繁
とともに、

北
条
氏
と
佐
竹
氏
ら
反
北
条
氏
と
の
勢

力
の
境
目
に
位
置
す
る
両
毛
地
域
を
領
有
し
て
い
ま
し

た。そのため、

双
方
か
ら
懐
柔
を
う
け
て
、
北
条
氏

か
ら
の
離
反
・
従
属
を
繰
り
返
しました。

天
正
18
年

(

１
５
９
０)

に
も
、
顕
長
は
、
一
旦
は
反
北
条
氏
方
と

なり、

北
条
軍
の
攻
撃
を
受
け
ま
す
が、

小
田
原
攻
め

の
際
に
は
北
条
方
と
し
て
国
繁
と
と
も
に
小
田
原
城
に

籠
城
し
て
い
ま
す
。 

 

去廿四日、於

足
利
表

（栃木県）

 

敵一人討捕候、高
 

名之至、神妙候、弥
 

可走廻候也、

 

 
 

正
月
廿
八
日

（天正十八年）

 
(

花

押

（北条氏直）

) 

 
 
 
 
 

金
井
猪
助
と
の
へ 

 

17
．
○
浅
野
長
吉･
木
村
常
陸
介
連
署
禁
制(

前
欠) 

〔北野天神社文書

1956
〕 

一
通
／
竪
紙
ヵ／

天
正
18
年
（１５９０）６

月
日 

小
田
原
城
を
包
囲
し
た
豊
臣
軍
か
ら
分
か
れ
た
浅
野

弾
正
少
弼(

長
吉)

・
木
村
常
陸
介
ら
の
軍
勢
は、

房
総

地
方
を
押
さえ、

南
方
か
ら
関
東
の
諸
城
を
攻
略
し
て

いきます。

本
資
料
は、

長
吉
ら
が
自
軍
の
放
火
や「

非

分」

な
ど
を
禁
じたものです。

前
欠
な
の
で
宛
所
を

欠
いていますが、

伝
来
か
ら
北
野
天
神
社(

所
沢
市)

に
宛
て
た
も
の
と
考
えられます。

戦
場
で
は
略
奪
行

為
が
横
行
し、

寺
社
や
町
村
は、

事
前
に
侵
攻
軍
と
交

渉
し、

乱
妨
停
止
の
禁
制
を
入
手
しました。

 

東
海
道
軍
か
ら
分
派
し
た
浅
野
・
木
村
両
名
には、

「
制
札
」(

禁
制)

を
要
望
のとおり「

百
枚
」
を
与
え

ら
れ
た
こ
と
が
知
られています（

富
岡
周
吉
郎
所
蔵

文
書
）。
また、

北
方
軍
の
侵
攻
に
伴
って

発
給
さ
れ
た

秀
吉
の
制
札
については、「

賦遣御帳」

で
管
理
され、

制
札
発
給
に
伴
う「

御礼銭」

は
前
田
利
家
が
取
り
揃

え
秀
吉
に
進
上
したことがわかります（

山
中
山
城

守文書）。寺社

や
町
村
は、

侵
攻
し
て
く
る
軍
勢
に
金

銭
的
な
対
価
を
払
って

自
衛
したのです。

 

  
( 

前 

欠 
) 

一、放火之事

 

対
地
下
人
百
姓
非
分
申
懸
事 

右条々、堅令停止訖、若違犯之輩

 

於在之者、忽可処厳科者也、

 

 

天
正
十
八
年
六
月
日 

浅
野
弾
正
少
弼

（
長

吉
）

(

花
押) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木
村
常
陸
介 

(

花
押) 

 

18
．
○
木
村
常
陸
介
書
状
〔
北
野
天
神
社
文
書
1957
〕 

一
通
／
折
紙
／ 

寅[

天
正
18
年(

１
５
９
０)]

７
月
４
日 
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本
資
料
は、

浅
野
長
吉
・
木
村
常
陸
介
連
署
禁
制
の

翌
月
に、

北
野
天
神
社
の
神
主
栗
原
伊
賀
守
へ
出
さ
れ

た
木
村
常
陸
介
の
文
書
です。

常
陸
介
は、

本
資
料
に

あるように「

木
村
常
陸
介 

一」

と
署
名
し
て
い
ま

すが、

実
名
は
不
明
です。

常
陸
介
は
、
栗
林
氏
に
武

州
神
職
司
と
い
う
以
前
か
ら
の
権
利
を
保
障
し、

神
職

を
召
し
連
れ
て
「
御神湯祭」

に
奔
走
す
る
よ
う
命
じ

ま
し
た
。
神
湯
祭
は、

神
に
薬
湯
へ
入
っていただく

神
事
です。

 

本
資
料
が
発
給
さ
れ
た
前
日
の
７
月
３
日
には、

常

陸
介
と
同
じ
く
東
海
道
軍
か
ら
分
か
れ
た
浅
野
長
吉
は

忍
城
の
皿
尾
口
を
攻
略
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す

（浅野家文書）

。忍城攻

め
に
お
け
る
木
村
の
動
向
は

はっきりし

て
い
ま
せ
ん
が、

木
村
は、

鉢
形
城
を
攻

略
し
た
後、

前
田
利
家
・
上
杉
景
勝
ら
と
と
も
に
八
王

子
城(

東
京
都)

の
攻
略
に
向
い(

東
京
国
立
博
物
館
所

蔵
文
書)

、
６
月
23
日
に
開
城
さ
せ
ています。７

月

６
日
には、

小
田
原
落
城
を
受
け
、
木
村
を
含
め
た
八

王
子
攻
め
の
軍
勢
は、

忍
城
に
向
い
堤
普
請
を
行
う
よ

う
に
秀
吉
か
ら
命
じ
ら
れ
て
い
ま
す(

上
杉
文
書)

。「其

表
人
数
此
方
へ
不入候間」

とあることから、

同
軍

は
当初、小田原

に
向
か
う
予
定
だったことが

伺
え

ます。

 

 

武
州
神
職
司 

如前々可被勤候、

 

然
者
神
職
中 

召連、御神湯祭

 

可馳廻、其方如申

 

付、何

も
可罷出候、恐々

 

謹言、

 

 
 
 
 

木
村
常
陸
介 

寅
七
月
四
日

（天正十八年）

 
 

一(

花
押) 

 

神
主 

 
 

栗
原
伊
賀
守
殿 

 
 
 
 
 
 

御
宿
所 

 

19
．
○
前
田
利
家
黒
印
状
〔北野天神社文書

1958
〕 

一
通
／
折
紙
／
天
正
18
年(

１
５
９
０)

７
月
５
日 

本
資
料
は、

前
田
利
家
が
栗
林
氏
に
武
州
神
職
司
を

勤
め
る
よ
う
に
命
じ
た
文
書
です。あわせて、

神
祭

の
執
行
や「

天下」

(

豊
臣
秀
吉)

の
た
め
の
祈
祷
を
行

う
よ
う
に
命
じています。

利
家
は
北
方
軍
と
し
て
関

東
に
攻
め
込
みました。

利
家
は、

鉢
形
城
を
攻
略
し

た
後、木村

と
同
様
に
八
王
子
城
を
攻
めています。

栗
原
氏
は、

八
王
子
城
攻
略
に
加
わった、

南
方
軍
の

木
村
常
陸
介
と
北
方
軍
の
利
家
の
双
方
か
ら
、
既
得
権

利
の
保
障
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す。

 

 

武
州
神
職
司 

勤之、神祭等

 

被執行、天下之

 

御
祈
祷
可
抽 

丹精者也、

 

天
正
十
八 

 

七
月
五
日

（
天

正
十
八
年
）

 

利
家

（
前

田
） 

 
 
 

(

前田利家黒印「利家長寿」

) 

 
 
 

北
野
神
主 

 
 
 
 
 

栗
原
殿 

 

20
．
◎
織
田
信
雄
書
状 

〔埼玉県立文書館収集文書

12(

平
岩
文
書
１)

〕 

一
通
／
横
切
紙
・
掛
幅
装
／ 

[

天
正
18
年(

１
５
９
０)]

５
月
22
日 

天
正
18
年(

１
５
９
０)

５
月、岩付城

は
豊
臣
軍
に

包
囲
されました。

攻
軍
は、

浅
野
長
吉
・
木
村
常
陸

介
の
南
方
軍
及
び
徳
川
家
康
家
臣
で
あ
る
本
多
忠
勝
・

鳥
居
元
忠
・
平
岩
親
吉
ら
３
万
５
０
０
０
の
軍
勢
で
し

た（

松平義行氏所蔵文書）。

本
資
料
は、

信
長
の
次

男
織
田
信
雄
が、その

陣
中
にあった

徳
川
家
康
家
臣

の
平
岩
七
之
助(

親
吉)

に
宛
てたものです。

岩
付
城

の
端
城
を
攻
略
しましたが、

親
吉
の
弟
が
戦
死
し
ま

した。

信
雄
は、

弔
意
を
示
すとともに、

戦
況
を
報

告
す
る
よ
う
に
求
めています。

信
雄
は、

小
田
原
攻

め
に
際
して、

徳
川
家
康
と
と
も
に
東
海
道
軍
の
先
発

隊
と
し
て
出
陣
し、

秀
吉
本
隊
と
の
合
流
後
は、

韮
山

城
攻
略
を
命
じられています。

 

 

至
岩
付
表 

被押寄、端

 

城
被
乗崩、数

 

多
被
討
捕
旨 
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名誉之至候、
 

併
舎
弟 

討
死
之
旨
無 

是
非
次
第 

心底令察候、

 

其
元
之
様
子 

懇可被申越候、

 

謹言、

 

五
月
廿
二
日

（天正十八年）

 
 

信
雄

（織田）

(

花
押) 

 
 

平
岩
七
之
助

（
親
吉
）

殿 

 

21
．
◎
豊
臣
秀
吉
朱
印
状 

〔埼玉県立文書館収集文書

127(

平
岩
文
書
２)

〕 

一
通
／
横
切
紙
・
掛
幅
装
／ 

[

天
正
18
年(

１
５
９
０)]

５
月
22
日 

本
資
料
は、

岩
付
城
攻
め
の
最
前
線
にあった

浅
野

弾
正
少
弼(

長
吉)

・
木
村
常
陸
介
か
ら
報
告
を
受
け、

豊
臣
秀
吉
が
平
岩
七
介(

親
吉)

ら
３
名
に
宛
て
た
も
の

です。

親
吉
ら
も
岩
付
城
攻
め
の
陣
中
にありました。

秀
吉
は、

城
内
に
攻
め
込
み
、
一
人
も
漏
ら
す
こ
と
な

く
討
ち
取
り、
「
女
子
共
」
は
み
な
小
田
原
城
へ
連
行
す

る
よ
う
に
命
じています。

当時、城主

であった

北

条
氏
房(

北
条
氏
政
弟)

は
小
田
原
城
にあり、

一
族
と

家
臣
団
が
岩
付
城
に
籠
城
していました。

度
重
な
る

豊
臣
軍
の
攻
撃
を
受
け、
「
城
の
う
ち
ニ
ハ
町
人
・
百
姓
・

女
以
下
よ
り
外
ハ
無
御
座
候
」
と
い
う
状
態
と
な
り
ま

す
（
浅野家文書）。

城
内
には、

先
代
の
太
田
氏
資
の

妻(

北
条
氏
政
妹)

と
そ
の
娘、氏房

の
妻
女
が
い
ま
し

た。

 

 

武
州
岩
付
城
二
三
之
丸 

迄
追
破
頸
数
多
討
捕
候
旨 

浅
野
弾
正
少
弼

（長吉）

・
木
村
常
陸
介 

か
た
ゟ
昨
夕
註
進
候
ニ
付
而 

様
躰
被
仰
含
御
上
使
両
三
人 

被差越候、其趣弾正・常陸

 

可申聞候、各同前

ニ
無
油
断 

城
取
詰
一
人
も
不
洩
可
討 

果候、女子共

ハ
悉
此
方
へ
可 

差越候、引散候者可為越

 

度候、委細両三使可申候也、

 

 

五
月
廿
二
日

（天正十八年）

 
  

(

豊
臣
秀
吉
朱
印) 

  
 
 
 

本
田
中
務
少
輔

（本多忠勝）

殿 

 
 
 
 

鳥
井
彦
右
衛
門
尉

（
鳥

居
元
忠
）

殿 

 
 
 
 

平
岩
七
介

（
親
吉
）

殿 

 

22
．
○
伊
達
政
宗
書
状 

〔杉浦家

（伊奈家家臣）

文
書
182
〕 

一
通
／
横
切
紙
／ 

[

天
正
18
年
（１５９０）

]
正
月
28
日 

天
正
18
年(

１
５
９
０)

４
月末、小田原攻

め
に
伴

い、

豊
臣
秀
吉
の
家
臣
浅
野
長
吉
は
奥
州
の
伊
達
政
宗

に
出
陣
を
促
しました。

５
月
９
日、政宗

は
会
津(

福

島
県)

を
発
ちます。

本
資
料
は、

同
28
日
に
甲
府
に

至
った

政
宗
が
武
蔵
国
在
陣
中
の
浅
野
弾
正
少
弼 (

長

吉)

へ
宛
て
た
書
状
で、

早
々
に
小
田
原
の
本
陣
に
戻
り

秀
吉
への「

執成」

を
行
う
よ
う
求
めています。

 

 

 
 

猶
々
彼
書
状
認
候
内 

 
 

良覚院罷帰候、

 

 
 

条
々
御
理
共
本
望 

 
 

至
極
ニ
候、併貴辺

 

 
 

憑入候首尾、御本陣

へ 

 
 

御参候義、待入候、以上

 

先立如申述候、漸昨廿七

 

甲府之地迄罷登候、雖

 

然
貴
辺
武
州
口
御
在
陣 

之由候条、先々当地

ニ
令
滞 

在候、別而憑入候筋目早速

 

御
本
陣
へ
被打返、万々御

 

執成憑入迄候、遠境相

 

登候義共候間、諸事不知

 

案
内
ニ
候、不可過御塩味候、

 

彼
依
御
返
礼
則
可
致
参 

陣候、書余期会面之時不具候、

 

恐
々
謹
言 

 

五
月
廿
八
日

（
天

正
十
八

年
）

 

政
宗(

（
伊
達
）

花
押) 

 

浅
野
弾
正
少
弼

（
長
吉
）

殿 

 
 
 
 
 
 
 

御
陣
所 
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23
．
○
豊
臣
秀
吉
禁
制
〔
浦
和
宿
本
陣
文
書
２〕

 

一
通
／
竪
紙
・
巻
子
装
／ 

天
正
18
年(

１
５
９
０)

７
月
日 

本
資
料
は、

豊
臣
秀
吉
が
浦
和
宿 

(

さ
い
た
ま
市)

に
宛
て
た
禁
制
です。この

中
で
秀
吉
は、

①
軍
勢
な

ど
の
乱妨狼藉、

②
放火、

③
地
下
人(

領
民)

・
百
姓

への「

非分」

(

不
当)
な
行
為
を
禁
止
しています。

こ
の
時、秀吉

が
武
蔵
国
内
に
発
給
し
た
禁
制
は、こ

の
３
つ
の
内
容
が
ほ
ぼ
固
定
化
されており、

大
量
に

発
給
されました。

本
資
料
は、４

月
29
日
付
の
浅
野

長
吉
証
状(

浦
和
宿
本
陣
文
書
４)

で、

浦
和
郷
への「

御

朱印」

(

豊
臣
秀
吉
禁
制)

を
約
し
た
こ
と
を
受
け
て
発

給
さ
れ
た
も
の
と
考
えられます。４

月
末
段
階
では、

浅
野
長
吉
・
木
村
常
陸
介
両
名
は
小
田
原
の
本
隊
か
ら

分
離
し
た
後、南武蔵

を
経
て
房
総
へ
の
行
軍
の
途
に

ありました。この

際
に、

浦
和
の
人
び
と
は
長
吉
に

掛
け
合
い、

禁
制
発
給
の
約
諾
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ

ます。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

足
立
郡
内 

 

禁
制 

 
 
 
 
 
 
 
 

浦
和
宿 

一、軍勢甲乙人等乱妨狼藉事

 

一、放火事

 

一、対地下人・百姓非分儀申懸事

 

 

右条々、堅令停止訖、若於違犯之

 

 

輩者忽可被処厳科者也、

 

 

天
正
十
八
年
七
月
日 

 
 
 

(

豊
臣
秀
吉
朱
印) 

 

24

．
○
浅
野
長
吉
禁
制
〔
浦
和
宿
本
陣
文
書
３〕

 

一
通
／
竪
紙
・
巻
子
装
／ 

天
正
18
年(

１
５
９
０)

７
月
日 

本
資
料
は、

浅
野
長
吉
が
浦
和
市 

(

さ
い
た
ま
市)

における、

①
喧嘩口論、

②
押
売
・
押
買
の
禁止、

③
町
人
役(

税)

の
免除、国質・郷質

の
禁
止
を
命
じ

ています。

国
質
・
郷
質
と
は
質
取
の
一
種
で、

他
国

人
で
あ
る
借
主
へ
負
債
返
還
な
ど
を
求
め、

貸
主
が、

借
主
の
同
国
人
・
同
郷
人
の
身
柄
や
動
産
を
差
し
押
さ

え
る
こ
と
を
意
味
します。

本
資
料
が
発
給
さ
れ
る
時

期
は、

武
蔵
国
で
の
戦
闘
も
ほ
ぼ
終
息
に
向
かってい

く
時
期
です。

軍
勢
の
濫
妨
狼
藉
を
主
と
す
る
禁
制
で

はなく、

市
に
お
け
る
混
乱
の
停
止
を
命
じ
た
内
容
か

らは、

本
資
料
が
戦
後
処
理
の
一
環
と
し
て
発
給
さ
れ

た
意
味
合
い
が
伺
えるのではないでしょうか。

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浦
和
市 

 
 
 

禁
制 

一、喧嘩口論之事

 

一、押売・押買狼藉之事

 

一、町人諸役

 

付
国
質
・
郷
質
之
事 

 
 
 

右、如先々市取立可商売者也

 

 

天
正
拾
八
年
七
月
日 

弾
正
少
弼

（浅野長吉）

(
花
押) 

 

25
．
◎
徳
川
家
康
朱
印
状
〔明星院文書９〕

 

一
通
／
折
紙
／
天
正
19
年(

１
５
９
０)

11
月
日 

№
25
～
28
は、

埼
玉
県
地
域
の
寺
社
に
出
された、

天
正
19
年(

１
５
９
１)

11
月
日
付
徳
川
家
康
朱
印
状

で
す
。これらは、

家
康
の
関
東
入
部
に
伴
い
発
給
さ

れたものです。

家
康
は、

寺
社
に
土
地
を
寄
附
し、

そ
れ
ま
で
の
権
利
を
認
めました。

西
角
井
家
文
書
の

「諸国寺社朱印状」

に
含
ま
れ
る
朱
印
状
は、

明
治

政
府
によって

朱
印
の
部
分
が
墨
で
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て

います。

 

 

寄
進 

明
星
院 

 

武
蔵
国
足
立 

 

郡
蔵
田
之
内 

 

拾
石
之
事 

右、令寄附訖、

 

殊
寺
中
可
為 

不入者也、仍如件、

 

天
正
十
九
年

辛卯 

 

十
一
月
日 

  
 
 
(

徳川家康朱印「福徳」

) 

 

26
．
◎
徳
川
家
康
朱
印
状 

〔金子家

(

旧
不
動
院)

家
文
書
３〕

 

一
通
／
折
紙
・
巻
子
装
／ 

天
正
19
年(

１
５
９
０)

11
月
日 

 

修
験
中
年
行
事 
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職
之
事 

右、任聖護院門跡
 

被定置先例、領

 

掌不可有相違者也、

 

仍如件、

 

天
正
廿
年 

 
 
 
 

(

徳川家康朱印「福徳」

) 

 

正
月
廿
三
日 

 
 
 
 

不
動
院 

 

27
．
○
徳
川
家
康
朱
印
状
〔西角井家文書

6084
〕 

一
通
／
折
紙
／
天
正
19
年(

１
５
９
０)
11
月
日 

 

寄
進 

国
済
寺 

 

武
蔵
国
榛
沢
郡 

 

深
谷
之
内 

 

参
拾
石
之
事 

右、令寄附訖、殊

 

寺
中
可
為
不
入 

者也、仍如件、

 

天
正
十
九
年

辛卯 

 
 

十
一
月
日 

 
 
 
(

徳川家康朱印「福徳」、墨消

) 

 

28
．
○
徳
川
家
康
朱
印
状
〔西角井家文書

6102
〕 

一
通
／
折
紙
／
天
正
19
年(

１
５
９
０)

11
月
日 

 

寄
進 

浄
音
寺 

 

武
蔵
国
崎
西
郡 

 

末
田
村
之
内 

 

参
石
之
事 

右、令寄附訖、

 

殊
寺
中
可
為 

不入者也、仍如

 

件、

 

天
正
十
九
年

辛卯 

 
 

十
一
月
日 

 
 

(

徳川家康朱印「福徳」、墨消

) 

  

29
．
○
武
州
足
立
郡
柴
岡
郷
内
三
室
村
御
繩
打
水
帳 

〔武笠

(

神
主)

家
文
書
304
〕 

一
冊
／
竪
帳
／
天
正
19
年(

１
５
９
０)

９
月
１
日 

徳
川
家
康
の
関
東
入
部
の
翌月、天正

18
年(

１
５

９
０)

９
月
か
ら
検
地
が
行
われています。

本
資
料
は、

三
室
村 (

さ
い
た
ま
市)

の
水
帳(

検
地
帳)

です。

 
徳
川
氏
が
三
河
な
ど
で
行
った

五
ヶ
国
総
検
地
の
特

徴
と
し
て
分
付
記
載
があります。

分
付
主(

年
貢
負
担

者)

が「

○
○
分」

と
記
され、その

下
に「

○
○
作」

と
分
付
百
姓(

耕
作
者)
が
記
されます。これは、

中

世
以
来
の
重
層
的
な
社
会
構
造
を
示
す
も
の
と
さ
れ
て

きました。

近
年
は、

前
者
を
総
検
地
前
の
年
貢
納
入

者、後者

を
総
検
地
後
の
年
貢
納
入
者
と
す
る
新
た
な

研
究
もあります。この

記
載
は、

関
東
で
の
検
地
に

も
引
き
継
がれました。

 

分
付
記
載
とともに、

面
積
の
単
位
として、「

大」

(1

反=

300
歩
の
２
／
３)

、「半」

(

同
１
／
２)

、「小」

(

同
１
／
３)

の
小
割
を
用
いました。これ

も
五
ヶ
国

総
検
地
で
も
見
ら
れ
た
記
載
方
法
です。

 

 

「天正

（
表
紙
）

十
九
年

辛卯

九
月
朔
日 

 
 

武
州
足
立
郡
柴
岡
郷
内
三
室
村 

 
 
 
 

宮
本 

 
 
 

御
縄
打
水
帳
ノ
写 

 
 
 
 

馬
場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

は
ん
は

（馬場）

 

宮
本
の
分 

 
 
 

右
衛
門
分 

上 

壱
反
小
卅
歩 

 

畑 
 
 

主 

作 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
郎
左
衛
門
分 

上 

大
八
十
五
歩 

 

畑 
 
 

主 

作 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

五
郎
左
衛
門
分 

上 

大
六
十
歩 

 
 

畑 
 
 

主 

作 

同
所 

神
田 

 
 
 
 
 
 

右
衛
門
分 

上 

九
十
三
歩 

 
 

畑 
 
 

屋
二
右
衛
門
作 

同
所 

神
田 

 
 
 
 
 
 

同
分 

中 

拾
六
歩 

 
 
 

畑 
 
 

同
人
作 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
右
衛
門
分 

上 

壱
反
八
十
歩 

 

田 
 
 

主 

作 

同
所 

神
田 

 
 
 
 
 
 

彦
七
郎
分 

上 

小
廿
二
歩 

 
 

田 
 
 

主 

作 

同
所 

神
田 

 
 
 
 
 
 

同
分 

中 

半
六 

○十 

歩 
 
 
 

畑 
 
 

同
人
作 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
左
衛
門
分 
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上 

壱
反
八
十
三
歩 

田 
 
 

主 

作 
同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
近
分 

中 
廿
二
歩 

 
 
 

田 
 
 

新
漸
坊
作 

同
所
内 

 
 
 
 
 
 
 
 

彦
七
分 

中 

壱
反
大
十
五
歩 

田 
 
 

主 

作 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図
書
分 

下 

壱
反
五
十
歩 

 
田 

 
 

主 

作 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

兵
庫
分 

中 

壱
反
廿
四
歩 

 

田 
 
 

与
二
郎
作 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

か
け
い
分 

中 

大
七
十
歩 

 
 

田 
 
 

七
右
衛
門
作 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
郎
左
衛
門
分 

上 

大
十
六
歩 

 
 

田 
 
 

主 

作 

 
 
 

小
合 

九
反
卅
八
歩 

( 

後 

略 
) 

 

30
．
◎
武
州
榛
沢
郡
鉢
形
領
内
荒
川
御
縄
打
水
帳 

〔持田

(

英)

家
文
書
24
〕 

一
冊
／
竪
帳
／
文
禄
４
年(

１
５
９
５)

10
月
24
日 

徳
川
氏
に
よ
る
文
禄
検
地
は、

武
蔵
国
で
も
毎
年
実

施
されました。

文
禄
３
年(

１
５
９
４)

に
南武蔵、

翌
４
年
に
北
武
蔵
で
多
く
見
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま

す。

本
資
料
は、

榛
沢
郡
荒
川
村 (

深
谷
市)

に
お
け

る
水
帳(

検
地
帳)

です。

屋
敷
帳
も
含
め
４
冊
が
現
存

します。「

大・半・小」

の
小
割
は
消
え
た
も
の

の、

分
付
記
載
は
確
認
できます。

 

 

「

（
表

紙
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弥
五
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

案
内
者 

治
部 

 

文
禄
四
年
乙
未
拾
月
廿
四
日 
 
 

新
五
郎 

 

武
州
榛
沢
郡
鉢
形
之
内
荒
川
御
縄
打 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

水
帳 

 
 
 

」 

 

花
か
い
と 

 
 
 
 
 
 
 
 

治
部
分 

中
畠 

壱
反
三
畝
廿
四
歩 

 
 
 
 
 

主 

作 

 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舎
人
分 

中
畠 

九
畝
拾
七
歩 

 
 
 
 
 
 
 

甚
右
衛
門
尉
作 

 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
分 

下
畠 

六
畝
拾
五
歩 

 
 
 
 
 
 
 

同
人
作 

 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
水
分 

中
畠 

壱
反
拾
五
歩 

 
 
 
 
 
 
 

主 

作 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舎
人
分 

中
畠 

壱
反
拾
八
歩 

 
 
 
 
 
 
 

藤
七
郎
作 

 
同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

与
二
郎
分 

上
畠 
八
畝
拾
弐
歩 

 
 
 
 
 
 
 

主 

作 

 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

源
十
郎 

上
畠
壱
反
六
畝
廿
七
歩 

 
 
 
 
 
 

主 

作 

 

く
ほ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舎
人
分 

上
畠 

参
反
六
畝
拾
四
歩 

 
 
 
 
 

主 

作 

( 

後 

略 
) 

 

31
．武州秩父郡大駄之郷坪入御

 

〔埼玉県立文書館収集文書４

 

一
冊
／
竪
帳
／
慶
長
３
年(

１
５
９
８)

５
月
26
日 

慶
長
検
地
は、

江
戸
幕
府
の
検
地
に
お
け
る
基
本
的

な
基
準
を
ほ
ぼ
完
成
さ
せ
た
と
言
われています。

徳

川
氏
の
直
轄
領 (

代
官
領)

で
行
われ、

慶
長
３
年(

１

５
９
８)

は
特
に
埼
玉
県
西
部
の
秩
父
山
間
部
に
集
中

しています。

本
資
料
は、

永
田
甚
右
衛
門
ら
５
名
が

検
地
役
人
を
務
め
た
秩
父
郡
太
駄
郷 (

本
庄
市)

に
お

け
る
坪
入
帳(

検
地
帳)

です。

 

 

「
（表紙）

 

慶
長
三
年

戊戌

五
月
廿
六
日 

 
 

武
州
秩
父
郡
大
駄
之
郷
坪
入
御
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

筑
後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

但
馬 

 
 
 
 
 
 
 
 

安
内

（
案
）

者 

十
左
衛
門
尉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
衛
門
尉 

 

」 

畠 

五
百
七
拾
文 

百
七
拾
文 

 
 

筑 

後 

 
 

神
は
た 

○
畠 

弐
百
文 

 
 

弐
拾
七
文 

 
 

庄
左
衛
門 

 
 

同
所 

畠 

六
拾
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

式 

部 

 
 

上
山 

畠 

百
五
拾
文 

 

七
拾
文 

 
 
 

但 

馬 

 
 

同
所 

畠 

弐
拾
文 

 
 

六
拾
文 

 
 
 

同 

人 

 
 

同
所 

畠 

四
拾
八
文 

 

弐
拾
文 

 
 
 

式 

部 



  戦国乱世の終焉と泰平の世 

- 58 - 

 

 
 

ら
ん
と
う
は 

畠 

三
拾
文 

 
 

拾
五
文 

 
 
 

光
福
寺 

 
 

ま
へ 

○
畠 
三
拾
文 

 
 

弐
拾
文 

 
 
 

同 

人 

 
 

川
は
た 

畠 

拾
五
文 

 
 

三
拾
五
文 

 
 

弥
太
郎 

 
 

迎
山 

畠 

三
拾
文 

 
 

五
拾
文 

 
 
 

庄
左
衛
門 

 
 

道
之
山
入 

畠 

三
百
文 

 
 

百
弐
拾
文 

 
 

但 

馬 

 
 

道
合 

畠 

六
百
文 

 
 

三
百
文 

 
 
 

同 
人 

( 

後 

略 
) 

 
 

◎
武
州
榛
沢
郡
鉢
形
領
之
内
荒
河
村
御
繩
打
水
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〔持田

(

英)

家
25
〕 

 

◎
武
州
榛
沢
郡
鉢
形
領
之
内
荒
河
村
御
繩
打
水
帳 

〔持田

(

英)

家
26
〕 

 

◎
武
州
榛
沢
郡
鉢
形
筋
荒
川
之
村
屋
敷
御
繩
打
水
帳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

〔持田

(

英)

家
27
〕 

 

32
．
◎
武
州
秩
父
郡
野
巻
村
御
地
詰
帳 

〔逸見家文書

11
〕 

一
冊
／
竪
帳
／
慶
長
３
年(

１
５
９
８)

６
月
１
日 

本
資
料
は、

伊
奈
忠
次
の
代
官
領
で
あ
る
秩
父
郡
野

牧
村(

皆
野
町)

の
地
詰
帳(

検
地
帳)

です。

忠
次
配
下

の
新
井
忠
左
衛
門
・
奈
良
惣
次
郎
が
検
地
役
人
と
し
て

実
務
を
担
当
ました。

貫
文
で
表
記
され、

上
段
に
は

文
禄
検
地
の
検
地
高
を、

下
段
に
は
今
回
の
増
加
分
を

記
しています。

年
貢
高
の
再
調
査
を
目
的
と
す
る
地

詰
検
地
でした。

 

 

「
（表紙）

 

慶
長
三
年

戊戌 

六
月
一
日 

 
 

武
州
秩
父
之
郡
野
巻
村
御
地
詰
帳 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

案
内 

蔵
人 

 
 
 

『慶長三

（
付

箋
）

戊戌

年 

安
政
六
己
未
年
迄 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弐
百
六
拾
弐
年
ニ
成
ル』

 

」 

 

さ
わ
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 

秩
父
分 

畠 

百
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弥
五
郎 

 
と
ら
の
下 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
分 

畠 
六
拾
八
文 

 

廿
弐
文 

 
 
 
 

同 

人 

 

河
は
た 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
分 

畠 

弐
百
文 

 
 

七
拾
文 

 
 
 
 

丹 

波 

 

は
た
い
は 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
分 

畠 

百
文 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弥
五
郎 

 

同
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
分 

畠 

九
十
五
文 

 

拾
七
文 

 
 
 
 

同 

人 

 

は
た
い
は 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
分 

畠 

三
文 

 
 
 

九
文 

 
 
 
 
 

弥
五
郎 

ほ
り
そ
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
分 

畠 

六
拾
文 

 
 

拾
五
文 

 
 
 
 

同 

人 

 

は
た
い
は 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
分 

畠 

五
百
五
十
文 

 
 
 
 
 
 
 
 

同 

人 

 

い
と
道 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
分 

畠 

四
拾
五
文 

 

三
拾
文 

 
 
 
 

同 

人 

 

沢
向 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
分 

畠 

四
拾
五
文 

 

四
拾
五
文 

 
 
 

同
人 

 
 
 
 
 

小
以
壱
貫
弐
百
六
十
六
文 

( 

後 

略 
) 

 

33
．徳川家康朱印状

〔加藤家

(

旗
本)

文書１〕

 

一
通
／
折
紙
／
天
正
20
年(

１
５
９
２)

２
月
朔
日 

本
資
料
は、

徳
川
家
康
が
加
藤
喜
助(

正
次)

に
武
蔵

国
比
企
郡
・
上
総
国(

望
陀
郡)

内
の
計
２，０００

石

を
宛
行
った

領
知
朱
印
状
です。

関
東
に
入
部
し
た
家

康
は、まず

大
身
の
家
臣
に
知
行
割
を
行
い、その

配

置
の
下
に、

中
・
小
級
の
家
臣
団
の
知
行
割
を
進
め
ま

した。

加
藤
家
は、

三
河
・
駿
河
時
代
か
ら
家
康
を
支

え
た
譜
代
の
旗
本
です。

 

 

武
蔵
国
比
企
郡 

之
内
千
六
百
六
拾 

九
石
壱
斗
弐
升 

并
上
総
国
内
三
百 

参
拾
石
八
斗
八
升 

合
弐
千
石
之
事 
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右
山
林
川
共
永
可 

令知行者也、仍如件、
 

天
正
廿
年 

 
 
 
 

(

徳川家康朱印「福徳」

) 

 

二
月
朔
日 

 
 
 
 

加
藤
喜
助

（正之）

と
の
へ 

 

34
．
◎
伊
奈
忠
次
手
形
〔明星院文書８〕

 

一
通
／
竪
紙
／
天
正
19
年(

１
５
９
１)

６
月
６
日 

徳
川
家
康
は、

関
東
入
部
にあたり、

家
臣
で
あ
る

伊
奈
忠
次
に
武
蔵
国
足
立
郡
小
室(
伊
奈
町)

に
知
行
を

与
えました。

忠
次
は、「

閼井坊屋敷（伽脱）

」
を

陣
屋
と
し
て
接
収
し、

閼
伽
井
坊
を
倉
田
明
星
院 (

桶

川
市)

に
移
します。

本
資
料
は、

移
転
に
伴
い、

忠
次

が
屋
敷
廻
西
の
上
畠
３
町
の
寄
進
や
門
前
の
不
入
の
特

権
な
ど
を
閼
伽
井
坊
に
伝
えたものです。

 

 

今
度
閼
井

（伽脱）

坊
屋
敷
へ
我
等
移
候
ニ
付而、無相違」相渡、倉

田
明
星
院
へ
被移候間、御公方

よ
り
ハ
少
も」

付
不
申
候
へ

共、為堪忍分

 

一、屋敷廻西

ニ
而
縄
之
上
畠
参
町
出
置
事 

此外閼井坊屋敷縄入参候上、明星院

ニ
而
な
わ

入
参
候
ほ
と」

明
星
院
近
辺
に
て
出置事、但是

ハ

畠
三
町
之
外
也 

一、小針・宮山并春日・立野之事

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

但
田
ニ

発
何
程
候
共
進
候 

一、門前共

ニ
不
入
之
事 

右之分、為我等知行内者、永令寄進之間、」子共之代 迄
も
不可相違、但是

ハ
明
星
院
へ
ハ
付不申候、」閼井坊

ニ
出置者也、仍如件、

 

 
 

天
正
十
九

辛卯

年 
 

伊
奈
熊
蔵 

 
 
 

六
月
六
日 

 
 
 
 

忠
次(

花

押

（版刻花押）

) 

 
 

無
量
寺 

 
 
 

閼
井

（伽脱）

坊 

 

35
．
○
屋
敷
坪
割
書
〔杉浦家

(

伊
奈
家
家
臣)

文
書
26
〕 

一
通
／
小
切
紙
／[

慶
長
５
年(

１
６
０
０)

８
月] 

慶
長
５
年(

１
６
０
０)

、徳川家康

は、

大
川
戸
村 

(

松
伏
町)

に
立
ち
寄
った

際、新

た
な
陣
屋
の
造
営
を

伊
奈
忠
次
に
命
じました。

本
資
料
は、その

規
模
を

示
し
た
坪
割
書
で、

家
康
自
筆
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す。

実
際
の
造
営
は
忠
次
家
臣
の
杉
浦
正
次
が
担
った

といわれ、

後
に
こ
の
陣
屋
屋
敷
を
拝
領
し
て
居
を
構

え、この

文
書
を
伝
えました。

 

 

 
 
 

覚 

弐
拾
五
間 

 
 

つ
ほ
の
内 

拾
間 

 
 
 
 

家 

弐
拾
間 

 
 
 

つ
ほ
ね
と
あ
や
い
た 

拾
二
間 

 
 
 

家 

五
間 

 
 
 
 

と
お
り
道 

十
五 

 
 
 
 

と
い
し
き
い 

 

36
．東光坊証状

〔市川家

(

旧
万
人
坊)

文
書
２〕

 

一
通
／
折
紙
・
巻
子
装
／ 

文
禄
２
年(

１
５
９
３)

正
月
11
日 

愛
宕
山(

京
都
府)

は
古
く
か
ら
修
験
道
の
道
場
と
な

り、その

山
頂
に
鎮
座
す
る
愛
宕
神
社
は、

本
地
仏
を

勝
軍
地
蔵
としたことから、

戦
国
時
代
に
は
軍
神
と

し
て
信
仰
されました。

江
戸
時
代
に
至
り、

次
第
に

火
伏
の
神
と
し
て
信
仰
されるようになります。

 

本
資
料
は、

河
越
に
愛
宕
山
を
建
立
す
る
た
め
万
仁

坊
に
赴
く
よ
う
に
伝
えたものです。

差
出
の
東
光
坊

は、

愛
宕
山
五
坊
の
長
床
坊
の
内
にあり、

江
戸
城
に

お
い
て
大
納
言(

徳
川
家
康)

や
中
納
言(

徳
川
秀
忠)

ら

の
信
仰
を
受
けました。

特
に
酒
井
与
四
郎(

重
忠)

の

帰
依
は
深
く、その

領
国
に
勧
進
したのです。

 

  
 
 

尚々申候、

大
納
言

（徳川家康）

・ 

 
 
 

殿
様
御

（酒井重忠）

旦
那
ニ
而 

御
座
候
上
ハ、

た
れ
〳
〵
も 

横
相
非

（
合
）

分有間敷候、

 

武
州
河
越
愛
宕 

山
建
立
ニ
付
而
為
別 

当与万仁坊指置候、

 

然処、江城

お
ゐ
て 

大
納
言
殿
・
中
納
言

（徳川秀忠）

 

様
御
旦
那
ニ
而、年々

 

我
等
召
下
候
上
ハ
少
も 
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相違有間敷候、殊

ニ 
酒
井
与
四
郎

（重忠）

殿
御
旦
那 

ニ
而
河
越
へ
も
召下候、次

 

大
納
言
様
長
床
坊 

之
御
旦
那
ニ
候、就之御分

 

国
中
よ
り
相進、

 

堂
之
建
立
可
被
致 

者也、為後日一札進之候、

 

長
床
坊
之
末
寺
と 

被相定候、仍如件、

 

 

文
禄
弐
年
申
正

（
巳

ヵ）

月
十
一
日 

 

長
床
坊
之
内 

 
 

東
光
坊 

 
 
 

万
仁
坊
参 

 

37
．
◎
関
ケ
原
合
戦
両
軍
配
置
図(

写) 

〔小室家文書

4684
〕 

一
鋪
／
彩
色
／[

年
月
日
未
詳] 

本
資
料
は、

関
ヶ
原
合
戦
の
軍
勢
配
置
図
で、

東
軍

を
墨、西軍

を
朱
字
で
表
しています。

徳
川
家
康
の

「御本陣」

は、

９
月
14
日
に
布
陣
し
た
勝
山(

岐
阜

県)

、両軍

が
激
突
し
た
翌
15
日
の
桃
配
山 (

同)

の
２

ヶ
所
に
描
かれています。

記
載
の
過
不
足
は
あ
り
ま

すが、

山
鹿
素
行
が
著
し
た
「
武家事紀」掲載

の「

關

箇原役図」

に
酷
似
しています。

 

 

38
．
◎
関
東
新
義
真
言
宗
法
度
〔明星院文書

10
〕 

一
通
／
竪
紙
／
慶
長
18
年(

１
６
１
３)

５
月
21
日 

徳
川
家
康
は、

慶
長
２
年(

１
５
９
７)

に
知
恩
院
満

誉
尊
照
が
発
布
し
た
関
東
浄
土
宗
法
度
制
定
へ
の
関
与

をはじめとし、

複
数
の
寺
院
法
度
を
順
次
定
め、

諸

宗
派
の
統
制
を
図
りました。

関
東
寺
院
の
約
半
分
を

占
め
た
新
義
真
言
宗
の
諸
寺
に
も
出
され、

本
資
料
は

明
星
院(

桶
川
市)

に
宛
て
ら
れ
た
法
度
です。

家
康
が

明
星
院
14
世
祐
長
に
帰
依
したことから、

本
資
料
は

祐
長
に
出
さ
れ
た
と
考
えられています。

 

 

 
 
 

関
東
新
儀
真
言
宗
法
度 

一、

為学問住山之所化、不満廿年者不可執

 

法
幢
事 

一、入学問室後闕座之輩有之者、永可抜

 

衆
事 

一、座位可為学問階﨟次第、付、不遂住山
 

不
可
着
香
衣
事 

一、

諸末寺之僧衆、不可背本寺之命語

 

俗縁権門企非法事、付、不可奪取他寺之

 

門
徒
事 

一、

 

不伺本寺不可居住末寺事、

 

右、堅可守此旨者也、

 

 

慶
長
拾
八
年
五
月
廿
一
日 

 
 
 
(

徳
川
家
康
黒
印
「
恕
家
康
」) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関
東
新
儀
真
言 

諸
本
寺 

 

39
．
◎
徳
川
秀
忠
朱
印
状
〔稲生家文書

1290
〕 

一
通
／
折
紙
／
元
和
３
年(

１
６
１
７)

５
月
26
日 

本
資
料
は、

２
代
将
軍
徳
川
秀
忠
が
旗
本
の
稲
生
正

信
の
知
行
を
認
めたものです。

徳
川
家
康
の
関
東
入

部
に
伴
い
宛
行
わ
れ
た
武
蔵
国
内
500
石
余
を
安
堵
し

ています。

秀
忠
は、

元
和
３
年
に
西
国
大
名
や
旗
本

を
対
象
に
領
知
朱
印
状(

所
領
確
定
の
た
め
発
給
す
る

文
書)

を
一
斉
に
発
給
しました。

後
には、

将
軍
の
代

替
わ
り
を
機
に、

朱
印
状
の
内
容
確
認
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
ました。

 

 武
蔵
国
高
麗
郡 

日
西
之
内
多
和
目
・ 

和
田
・
善
能
寺
三
ヶ
村 

三百五拾五石余、同

 

国
足
立
郡
内
円
笠
木

（丸

ヶ
崎）

・ 

堀
崎
両
村
百
四
十
四
石 

余、都合五百石

 

事、令扶助了、可

 

全
知
行
者
也 

元
和
三 

 
 

五
月
廿
六
日 

 
 

(

徳
川
秀
忠
朱
印) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

稲
生
次
郎
左
衛
門

（正信）

と
の
へ 

 

40
．
○
高
力
清
長
掟
書
〔勝田家文書

160
〕 
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一
通
／
竪
紙
・
掛
幅
装
／ 

 

慶
長
６
年(

１
６
０
１)

霜
月
１
日 

本
資
料
は、

初
代
岩
槻
藩
主
の
高
力
河
内
守 (

清
長)

が
城
下
市
宿
の
肝
煎(

町
の
管
理
者)

に
宛
て
た
掟
書
で

す。

高
力
氏
は
三
河
以
来
の
家
臣
で、

家
康
の
関
東
入

部
に
伴
い
岩
槻
に
封
じられました。

市
宿
内
の「

上

宿
まつとうまへ」に

市
を
開
く
こ
と
を
定
め
て
い
ま

す。

宿
内
に
は
後
の
日
光
御
成
道
が
通
り
交
通
の
要
衝

と
し
て
栄
えました。

 

  
 
 

定  

掟
之
事  

一、

上
宿
市
日
ニ、

下
宿
ニ
諸
売
物
并
自
他
所  

来
る
人馬留置儀、堅可令停止事

 

一、

ふ
と
も
の

（太物）

・
ゆ
た
ん

（油単）

 

、
上
宿
ま
つ
と
う
ま
へ
に
て 

可
致
売
買
事  

一、諸売買先々

の
こ
と

（如）

く
た
る
へ
き
事  

右
定
処
、
惣
町
肝
煎
中
立
合
、
堅
可
致 

下
知
也
、
若
背
此
旨
輩
有
之
者
、代官

よ
り 

可
申
上
者
也
、
仍如件、

 

慶
長
六

辛丑

年 

霜
月
一
日 

高
力
河
内
守

（
清

長
）

 
(

高
力
清
長
黒
印) 

 
 
 
 
 
 
 

岩
付
市
宿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

肝
煎
中 

 

41
．
○
御
鷹
御
用
人
足
定
書
〔浦和宿本陣文書５

〕  

一
通
／
竪
紙
・
巻
子
装
／ 

寛
永
10
年(

１
６
３
３)

５
月 

鷹
匠
の
阿
部
新
右
衛
門
尉
ら
３
名
が、

忍
城
内
御
鷹

部
屋(

将
軍
の
鷹
飼
育
所)

へ
の
通
行
には、

３
人
の
判

が
必
要
で
あ
る
旨
を
浦
和
宿
の
名
主
衆
に
示
し
た
も
の

です。

家
臣
か
ら
献
上
さ
れ
た
鷹
は
御
鷹
部
屋
で
育
て

られ、

将
軍
の
御
鷹
と
し
て
大
名
へ
下
賜
さ
れ
る
こ
と

もありました。

将
軍
権
威
の
誇
示
や
主
従
関
係
強
化

につながったのです。

 

  
 
 
 
 
 

覚 

一、江戸

よ
り
忍
へ、

御
鷹
部
屋
へ
上
下
共
ニ、

此
三
人 

 

之
判
を
以、人足相通候様

ニ
と、

御
年
寄
衆 

被仰付候間、右三人之判無之候

ハヽ、

御 

鷹之御用成共、人足壱人

も
被
相
通 

間敷候、但、御鷹之鳥上

り
申
候
事
ハ 

可
為
各
別
事 

一、為無

 

御朱印、御鷹匠衆

ニ
御
伝
馬 

壱
疋
も
弥被相立間敷候、馬

ち
ん

（賃）

 

之
儀
ハ
可
為
御
定
之
通
事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

阿
部
新
右
衛
門
尉 

  
(

黒
印) 

寛
永
十
年
酉
ノ 

 
 

加
藤
助
右
衛
門
尉 

  
(

黒
印) 

 
 
 
 
 
 

五
月 

 
 

戸
田
久
助      

 
 
(

黒
印) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

う
ら
わ
名
主
衆 

 

42
．上平須賀村年貢割付状

〔船川家文書

954
〕 

一
通
／
竪
紙
／[

慶
長
10
年(

１
６
０
５)]
９
月
21
日 

江
戸
時
代
には、

毎
年
そ
の
年
に
納
め
る
べ
き
年
貢

量
を
示
し
た
年
貢
割
付
状
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

した。

本
資
料
は、

幕
府
直
轄
領
代
官
頭
で
あ
る
伊
奈

備
前
守(

忠
次)

か
ら
上
平
須
賀
村(

幸
手
市)

に
出
さ
れ

たものです。

江
戸
時
代
後
期
に
農
政
の
慣
例
や
実
務

などをまとめた『

地方凡例録』

には、

年
貢
徴
収

の
原
則
が
示
されています。

関
東
では、

田
か
ら
は

米、畑

か
ら
は
永
楽
銭
で
納
め
る
原
則
のもと、

土
地

の
等
級
に
応
じ、

土
地
１
反
か
ら
徴
収
す
る
基
準
量
を

定
め
ま
し
た(

反
取)

。
特
に、

資
料
内
の「

五
ツ
取」

は
米
の
納
入
量(

１
反
あ
た
り
５
斗)

を
示
し、「

四
十

五文代」

は
畑
か
ら
の
納
入
額(

１
反
あ
た
り
45
文)

を
指
し、

土
地
の
広
さ
を
乗
じ
て
年
貢
を
算
出
し
ま
し

た。

 

 

上
平
須
賀
村
巳
年
可
納
御
年
貢
割
付
之
事 

上
田
壱
町
歩 

 
 
 

此
取
五
石 

 
 
 

五
ツ
取 

中
田
五
反
歩 

 
 
 

此
取
四
石 

 
 
 

四
ツ
取 

下
田
壱
町
壱
反
三
歩 

 

此
取
弐
石
七
斗
五
升
弐
合 

二
ツ

半取」

 

 
 
 

米
合
拾
壱
石
七
斗
五
升
弐
合 

 
 
 
 
 

此
表
三
拾
三
表
弐
斗
弐
合 

 
 
 
 

此
外 

田
五
反
歩 

 
 
 
 
 
 
 
 

水
流
ニ
引 

中
畠
弐
反
七
畝
歩 

 

此
代
百
弐
拾
壱
文 

 

四
十
五
文
代 

下
畠
四
町
四
畝
三
歩 

此
代
一
貫
六
百
十
七
文 

四
十
文
代 
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此
外
四
町
壱
反
三
畝
歩
水
流
ニ
引 

屋
敷
四
反
九
畝
歩 

此
代
四
百
九
拾
文 

 
 

百
代 

 
 
 

永
立
合
弐
貫
弐
百
弐
拾
八
文 

右、如此相定之上

ハ
十
一
月
廿
日
を
切而、可然皆済、

 

若
於
無
沙
汰
ニ
ハ
鑓
責

（譴）

を
以可申付者也、仍如件、

 

 

 
 
 
 

巳
九
月
廿
一
日

（慶長十年）

 
 
 

伊
備
前

（伊奈忠次）

(

花
押) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
平
須
加
村

（賀）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

名
主
百
姓
中 

 

43
．武州河越領高萩村御検地水帳

  

〔飯島徳蔵氏収集文書

260
〕 

一
冊
／
竪
帳
／
慶
安
元
年(

１
６
４
８)

２
月
29
日 

川
越
藩
主
松
平
信
綱
は、

慶
安
元
年
（１４６８）

に
領
内
川
越
以
北
の
村
々
を
中
心
に
検
地
を
行
い
ま
し

た。

本
資
料
は、その

際
の
高
萩
村(

日
高
市)

に
お
け

る
検
地
帳
と
見
られます。

耕
作
地
の
等
級
と
面積、

年
貢
負
担
者
の
名
前
が
記
されています。

№
29
～

32
で
取
り
上
げ
た
文
禄
・
慶
長
期
の
検
地
帳
と
異
な

り、

分
付
記
載
が
見
られなくなっています。

 

 

「

(
表
紙 

慶
安
元
年 
 
 

拾
五
冊
之
内 

 
 

武
州
河
越
領
高
萩
村
御
検
地
水
帳 

 

 
 
 

子
ノ 

 
 
 
 
 
 

七
郎
右
衛
門 

二
月
廿
九
日 

 
 

藤
八
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 

八
郎
右
衛
門 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

権
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
右
衛
門 
 

」 

( 

一
丁
半 

省
略 

) 

廿
間 

 

 

廿
間 

 

下
畠 

 

壱
反
三
畝
十
歩 

 
 

治
右
衛
門 

三
十
間 

 

下
畠 

 

壱
反
七
畝
弐
歩 

 
 

金
十
郎 

 

十
六
間
三
十
弐
歩
入 

十
四
間
半 

下
畠 

 

九
畝
四
歩 

 
 
 
 

茂
左
衛
門 

 

十
六
間
半
三
十
五
歩
入 

 

十
間 
 
 

下
々
畠 

四
畝
十
四
歩 

 
 
 

五
郎
兵
衛 

 

十
弐
間
九
歩
入 

 

十
壱
間 

下
々
畠 

弐
畝
十
七
歩 

当
発 

同 

人 

 
 

七
間 

八
間 

 

下
々
畠 

弐
畝
廿
歩 

 

当
発 

金
十
郎 

 
 

十
間 

 
八
間 

 

下
々
畠 

壱
畝
廿
六
歩 

 
 
 

五
郎
兵
衛 

 
 

七
間 

 

 

十
壱
間 
下
々
畠 

六
畝
十
八
歩 

 
 
 

同 

人 

 
 

十
八
間 

 

十
四
間 

下
畠 

 

壱
反
壱
畝
六
歩 

 
 

同 

人 

 
 

廿
四
間 

 

四
間 

 

下
畠 

 

壱
畝
弐
歩 

 
 
 
 

助
十
郎 

 
 

八
間 

 
 
 
( 

後 

略 
) 

 

44
．「
絵
本
太
閤
記
初
篇
」〔
東
家
文
書
271
～
274
〕 

一
冊
／
竪
帳
／
［近世］

 

現
在
の
私
た
ち
が
抱
く
豊
臣
秀
吉
の
イメージ

の
基

は
「
太閤記」

に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
きいでしょう。

こ
れ
は、

生
前
の
秀
吉
を
知
る
大
村
由
己
の「

天正記」

や
太
田
牛
一
の「

太閤軍記」

を
基
に、

小
瀬
甫
庵
が

著
したものです。

物
語
調
で
記
述
さ
れ
た
こ
と
も
あ

り、

講
談
な
ど
の
題
材
となります。そして、

江
戸

時
代
中
期
には「

絵本太閤記」

が
流
行
し、

歌
舞
伎

や
浄
瑠
璃
で
上
演
されました。

 

 

45
．豊国会趣意書

〔加藤家文書

2116
〕 

一
冊
／
明
治
30
年(

１
８
９
７)

６
月 

明
治
29
年(

１
８
９
６)

、豊臣秀吉

の
墳
墓
修
築
と

没
後
300
年
祭
挙
行
を
目
指
し
豊
国
会
が
設
立
さ
れ
ま

す。

本
資
料
は、その

設
立
趣
意
書
です。

秀
吉
は、

没
後
に
神
格
化
さ
れ
ま
し
た
が(

豊
国
大
明
神)

、徳川

の
世
で
は
崇
拝
す
る
こ
と
も
憚
られました。

維新後、

明
治
政
府
は、「

国
威
ヲ
海
外
ニ
轟
カシタル」

人
物
と

し
て
、
秀
吉
を
顕
彰
しました。

本
事
業
には、

蜂
須

賀
・
浅
野
・
鍋
島
・
前
田
家
といった「

秀
吉
由
緒
の

諸家」

が
尽
力
し、

宮
内
省
及
び
内
務
省
か
ら
の
下
賜

金
や
朝
野
有
志
の
人
び
と
よ
り
寄
附
金
があったとい

います。

 

 

46
．
講
談
社
の
絵本「豊臣秀吉」

 

〔川田氏収集文書

5394
〕 

一
冊
／
多
色
刷
・
刊
行
物
／ 

昭
和
13
年(

１
９
３
８)

12
月
１
日 

(

伊
奈
忠
次
黒
印) 
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昭
和
時
代
には、

国
内
外
の
偉
人
の
生
涯
を
叙
述
し

た
児
童
向
け
の
伝
記
が
人
気
を
博
しました。

本
資
料

は、

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
が
刊
行
した、

豊
臣
秀
吉

の「

偉人伝絵本」

です。『

少年倶楽部』

が
小
学
校

高
学
年
か
ら
中
学
生
を、『

幼年倶楽部』

が
小
学
校
低

学
年
か
ら
４
、
５
年
生
を
対
象
と
し
た
の
に
対
し、

本

書
は
さ
ら
に
低
年
齢
層
に
向
けたものです。

 

 47
．豊臣秀吉

(

『幼年倶楽部』第十巻第九号

 

附
録) 

〔
古
沢
家
文
書
2420-

１〕

 

一
枚
／
多
色
刷
・
刊
行
物
／ 

昭
和
10
年(

１
９
３
５)

９
月
１
日 

 

48
．豊臣秀吉

(

『少年倶楽部』第二十四巻第一号

 
附

録)

〔
古
沢
家
文
書
2420-

10
〕 

一
枚
／
多
色
刷
・
刊
行
物
／ 

昭
和
12
年(

１
９
３
７)

１
月
１
日 

 

49
．武蔵鉢形城絵図

〔新田家文書１〕

 

一
鋪
／ [

天
正
10
年(

１
５
８
２)] 

本
資
料
は、

北
条
氏
邦
の
時
代
を
想
定
し
て
江
戸
時

代
中
期
以
降
に
描
かれました。

道
を
赤、堀

や
川
は

青
色(

灰
色)

、土塁

な
ど
は
茶色、小路

は
黄
色
で
示

され、びっしりと、

家
臣
と
さ
れ
る
名
が
書
き
込
ま

れています。

本
来
、
家
臣
は
城
内
に
は
定
住
し
て
お

らず、この

書
き
込
み
は
子
孫
た
ち
が
鉢
形
遺
臣
と
し

て
の
誇
り
を
表
す
た
め
の
も
と
考
えられます。

 

 

50
・
51
．
◎
鉢
形
城
縄
張
り
図
〔小室家文書

6457
・
6459
〕 

二
鋪
／ [

近
代] 

好
古
家
と
し
て
有
名
な
小
室
家
の
資
料
で、

豊
臣
軍

が
攻
め
た
様
子
を
復
元
し
よ
う
と
書
込
み
が
さ
れ
て
い

ます。

№
50(

小
室
家
文
書
6459)

の
右
下
には「

鳥
塚」

と
い
う
署
名
と
印
があります。

小
室
家
は、

鉢
形
村

(

寄
居
町)

戸
長
な
ど
を
務
め
た
鳥
塚
家
と
交
流
が
あ
り

ました。

本
資
料
では、

現
地
に
住
ん
で
い
る
鳥
塚
家

と
一
緒
に、かつての

鉢
形
を
考
察
しています。

 

 

52
． 

鉢形分玄（分限）帳

(

写)

〔浅見家文書

561
〕 

一
冊
／ [

近
代] 

家
臣
の
名
や
禄高、地位、役職

な
ど
を
記
し
た
帳

面
を
分
限
帳
と
呼
びます。

本
資
料
は、

鉢
形
城
主
北

条
氏
邦
家
臣
の
地位役職、本国、領地・禄高、在

住地、名前

な
ど
を
列
記
し、

「
武蔵鉢形城絵図」

と

共
通
す
る
名
前
が
散
見
されます。

本
資
料
と
類
似
し

た
分
限
帳
は、

鉢
形
・
秩
父
方
面
に
は
か
な
り
流
布
し

ています。

内
容
は
後
世
の
創
作
の
可
能
性
が
高
く、

絵
図
と
同
様
に
後
世
の
人
々
が
鉢
形
遺
臣
と
し
て
の
誇

り
を
表
す
た
め
の
も
の
と
考
えられます。

 

 

53
．昭和

41
年
の
鉢
形
城
跡
付
近(

部
分) 

〔埼玉県航空写真

Ｓ
41 

Ａ-

７-

１
〕 

昭
和
41
年(

１
９
６
６) 

荒
川
は、

西
か
ら
鉢
形
の
城
跡
を
支
え
る
崖
に
ぶ
つ

かり、

北
側
に
流
れ
を
変
えます。この

流
れ
は
城
絵

図
の
時
代
か
ら
現
代
ま
で
変
わらず、

長
い
間
川
に
削

ら
れ
る
こ
と
の
な
い
切
り
立
った

崖
の
上、天然

の
要

害
に
こ
の
城
があることがよくわかります。

 

 

54
．忍城絵図

〔中村

(

宏)

家
文
書
282
〕 

一
鋪
／ [

近
代] 

 

本
資
料
は、

江
戸
時
代
末
期
に
作
成
さ
れ
た
城
絵
図

を、

明
治
時
代
に
行
田
の
郷
土
史
家
清
水
雪
翁
が
書
写

して、

書
入
れ
を
加
え
た
絵
図
の
一
種
だ
と
考
え
ら
れ

ます。

 

書
入
れは、

豊
臣
軍
に
よ
る
忍
城
攻
め
に
つ

いてで、「

成
田記」

な
ど
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ

ています。

被
害
状
況
や
案
内
者
な
ど
が
書
か
れ
て
い

る
の
が
特
徴
です。

 

55
．
◎
武
州
忍
城
図(

写)

〔小室家文書

741
〕 

一
鋪
／ [

近
代] 

江
戸
時
代
には、

軍
事
戦
略
や
戦
術
を
研
究
す
る
軍

学
が
流
行
しました。これに

用
い
ら
れ
る
城
絵
図
は、

町
等
の
非
軍
事
的
要
素
の
記
述
が
少
なく、

小
型
で
簡

略
な
形
式
な
の
が
特
徴
です。

特
に
山
県
大
弐
が
編
さ

んした「

主図合結記」

の
写
し
は
よ
く
見
られます。

本
資
料
も
そ
の
一
種
だ
と
考
えられます。

 

 

56
．昭和

41
年
の
忍
城
跡
付
近(

部
分) 

〔埼玉県航空写真

Ｓ
41 

Ａ-

７-

14
〕 

昭
和
41
年(

１
９
６
６) 

画
面
左
上
の
赤
丸
が
城
絵
図
の
皿
尾
口
に
あ
た
り
ま

す。

画
面
中
央
の
黄
丸
が
本
丸
野
球
場
と
呼
ば
れ
て
い

た
野
球
場
です。

現
在
は、

行
田
市
郷
土
博
物
館
が
建

っています。
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城
絵
図
と
対
照
すると、

上
部
の
特
徴
的
な
二
つ
の

曲
がりくねった

道
は、かつての

土
塁
の
跡
と
分
か

ります。いろいろな

場
所
を
見
比
べてみましょう。

 

 

57
．古城跡近傍図

(

松
山
城)(

写)

〔小室家文書

747
〕 

一
鋪
／ [
近
代] 

資
料
中
の
貼
り
紙
の
下
には「

古
城跡近傍図」

と

書
いてあります。「

此
図
武
蔵
国
郡
志
七
之
巻
末
松
山

古
城
跡
ノ
記
ニ
添
ヒ
所
載
図
ナ
リ 

内
田
翠
所
しるす」

と
貼
り
紙
があり、

内
田
作
信
に
よ
る
考
証
が
さ
れ
て

います。

 

 

貼
り
紙
の
左
側
には「

羽
黒
山 

此
山
ヨ
リ
骸
骨
多
出

ル」

と
い
う
物
騒
な
伝
承
が
記
されています。

 

 

58
．松山城蹟図

(

写)

〔小室家文書

740
〕 

一
鋪
／ [

近
代] 

地
誌
掲
載
の
絵
図
を
思
わ
せ
る
松
山
城
跡
の
鳥
観
図

で
す
。「

本丸蹟」「二丸蹟」

などとあり、

既
に
城

跡
です。

市
野
川
の
水
面
や、

立
派
な
枝
ぶ
り
の
木、

遠
景
の
山
々
な
ど
表
現
が
絵
画
的
です。なお、「

長
谷

村」

の
描
写
は、

昭
和
40
年
代
以
前
に
存
在
し
た
八
幡

山
と
い
う
小
丘
だ
と
思
われ、「

雷電山」

は
東
松
山
市

の
雷
電
山
だ
と
考
えられます。

 

 

59
．松山城跡本丸全図

(

写)

〔小室家文書

736
〕 

一
鋪
／ [

近
代] 

「此

図
武
蔵
国
郡
志
巻
之
七
ノ
巻
末
松
山
城
跡
ノ
記

に
所
載
図
ナリ」「

但
本
丸
全
図
ト
ア
レ
ト
モ
本
丸
ノ
ミ

ニ
非
ス、

全
図
ナリ、

然
ト
モ
本
然
ノ
地
理
ト
異
所
ア

レ
ハ
善
図
ト
云
ヘ
カ
ラ
ス 

内山翠所誌」

と
内
山
作
信

の
考
証
があります。

 

「武

蔵国郡志」

は、

明
治
政
府
に
よ
る
皇
国
地
誌

編
さ
ん
の
際
に
埼
玉
県
が
進
達
した「

武蔵国郡村誌」

の
参
考
資
料
と
考
えられますが、

実
態
は
不
明
です。

 

 

60
．昭和

41
年
の
松
山
城
跡
付
近(

部
分) 

〔埼玉県航空写真

Ｓ
41 

Ａ-

10-

12
〕 

昭
和
41
年(

１
９
６
６) 

市
野
川
が
松
山
城
跡
付
近
で
蛇
行
し
て
い
る
こ
と
が

よくわかります。この

城
が
頑
丈
な
地
形
と、

堀
代

わ
り
の
川
を
利
用
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り

ます。

 

 

「松

山城跡図」

などの「

長
谷
村(

山)

」や、「

古

城跡近傍図」

の「

羽黒山」

に
も
目
印
をしたので、

そ
の
位
置
関
係
を
比
べてみてください。

 

 

61
．
◎
武
州
河
越
城
地
図(

写)

〔小室家文書

745
〕 

[

近
代] 

62
．
◎
川
越
城
地
図(

写)
 

〔小室家文書

748
〕 

一
鋪
／ [

近
代] 

こ
の
絵
図
も、

山
県
大
弐
が
編
さんした「

主
図
合

結記」

の
写
し
だ
と
考
えられます。

秀
吉
が
攻
め
た

小
田
原
北
条
氏
の
時
代
の
河
越
城
は、

本丸、二

の
丸、

三
の
丸、八幡曲輪

の
範
囲
だけだったと

考
え
ら
れ

ています。

 

 

小
室
家
文
書
には、

他
に
も
小田原城、宇

都宮城、

八王寺城、厩橋城

の
軍
学
的
な
絵
図
の
写
し
が
あ
り

ます。

 

 

63
．
昭
和
41
年
の
川
越
城
跡
周
辺
の
航
空
写
真(

部
分) 

〔埼玉県航空写真

Ｓ
41 

Ａ-

15
Ｂ-

02
〕 

昭
和
41
年(

１
９
６
６) 

市
野
川
が
松
山
城
跡
付
近
で
蛇
行
し
て
い
る
こ
と
が

よくわかります。この

城
が
頑
丈
な
地
形
と、

堀
代

わ
り
の
川
を
利
用
し
て
作
ら
れ
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
り

ます。

「
松
山城跡図」

などの「

長
谷
村(

山)

」や、

「古城跡近傍図」

の「

羽黒山」

に
も
目
印
を
し
た

ので、その

位
置
関
係
を
比
べてみてください。

 

 

64
．武

州
難
波
田
古
城
図
〔
飯
島
徳
蔵
氏
収
集
文
書
764
〕 

一
鋪
／ [

近
代] 

難
波
田
城
の
城
絵
図
は
８
枚
程
度
確
認
されており、

そ
の
う
ち
の
１
枚
です。その

多
くが、

広
島
藩
浅
野

家
の
軍
学
の
テ
キ
ス
ト
の
写
し
と
考
えられています。

 

遺
構
の
残
り
が
良
かったことと、

戦
国
時
代
で
は
珍

し
い
三
重
の
堀
を
持
つ
平
城
だったために、

難
波
田

城
の
城
絵
図
が
作
ら
れ
た
と
考
えられています。

 

 

65
．昭和

41
年
の
難
波
田
城
跡
付
近(

部
分) 

〔埼玉県航空写真

Ｓ
41 

Ａ-

17
Ｂ-

６
〕 

昭
和
41
年(

１
９
６
６) 
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、
２
０
１
９) 

今
井
林
太
郎
『
石
田
三
成
』(
吉
川
弘
文
館
、
１
９
８
８) 

岩
沢
愿
彦
『
前
田
利
家
』(

吉
川
弘
文
館
、
１
９
８
８) 

宇
高
良
哲
『
徳
川
家
康
と
関
東
仏
教
教
団
』(

平
文
社
、
１
９
８
７) 

江
田
郁
夫
・
簗
瀬
大
輔
編
『
北
関
東
の
戦
国
時
代
』(

高
志
書
院
、
２
０
１
３) 

岡
崎
寛
徳
『
鷹
と
将
軍 

徳
川
社
会
の
贈
答
シ
ス
テ
ム
』(

吉
川
弘
文
館
、
２
０
２
４) 

河
内
将
芳
編
『
秀
吉
と
豊
臣
一
族
研
究
の
最
前
線
』(
山
川
出
版
社
、
２
０
２
５) 

北
島
正
元
『
江
戸
幕
府
の
権
力
構
造
』(

岩
波
書
店
、
１
９
６
４) 

黒
田
基
樹
『
徳
川
家
康
の
最
新
研
究―

伝
説
化
さ
れ
た
「
天
下
人
」
の
虚
像
を
は
ぎ
取
る―

』(

朝
日
新
書
、

２
０
２
３) 

齋
藤
慎
一
『
戦
国
時
代
の
終
焉 

「
北
条
の
夢
」
と
秀
吉
の
天
下
統
一
』（
中
公
新
書
、
２
０
０
５
） 

齋
藤
慎
一
『
中
世
東
国
の
道
と
城
館
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
２
０
１
０) 

柴
裕
之
『
秀
吉
と
秀
長―

「
豊
臣
兄
弟
」
の
天
下
一
統―

』(

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
新
書
、
２
０
２
５) 

竹
井
英
文
『
織
豊
政
権
と
東
国
社
会―

「
惣
無
事
令
」
論
を
越
え
て―

』(

吉
川
弘
文
館
、
２
０
１
２) 

谷
口
央
『
幕
藩
制
成
立
期
の
社
会
政
治
史
研
究
』(

校
倉
書
房
、
２
０
１
４) 

戸
谷
穂
高
『
東
国
の
政
治
秩
序
と
豊
臣
政
権
』(

吉
川
弘
文
館
、
２
０
２
３) 

根
崎
光
男
『
鷹
』(

法
政
大
学
出
版
会
、
２
０
２
４) 

野
村
玄
『
豊
国
大
明
神
の
誕
生―

変
え
ら
れ
た
秀
吉
の
遺
言―

』(

平
凡
社
、
２
０
１
８) 

日
本
史
史
料
研
究
会
編
『
秀
吉
研
究
の
最
前
線―

こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
「
天
下
人
」
の
実
像―

』(

洋
泉
社
、

２
０
１
５) 

日
本
史
史
料
研
究
会
編
『
家
康
研
究
の
最
前
線―

こ
こ
ま
で
わ
か
っ
た
「
東
照
神
君
」
の
実
像―

』(

洋
泉

社
、
２
０
１
６) 

平
山
優
『
天
正
壬
午
の
乱
』(

戎
光
祥
出
版
、
２
０
１
５) 

藤
井
譲
治
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制
の
研
究
』(

思
文
閣
出
版
、
２
０
０
８) 

藤
井
譲
治
『
天
下
人
の
時
代
』(

吉
川
弘
文
館
、
２
０
１
１) 

藤
井
譲
治
『
戦
国
乱
世
か
ら
太
平
の
世
へ
』(

岩
波
書
店
、
２
０
１
５) 

藤
木
久
志
編
『
織
田
政
権
の
研
究
』(

吉
川
弘
文
館
、
１
９
８
５) 

藤
木
久
志
『
豊
臣
平
和
令
と
戦
国
社
会
』(

東
京
大
学
出
版
会
、
１
９
８
６) 

本
多
隆
成
『
近
世
初
期
社
会
の
基
礎
構
造―

東
海
地
域
に
お
け
る
検
証―

』(

吉
川
弘
文
館
、
１
９
８
９) 

峰
岸
純
夫
『
中
世
災
害
・
戦
乱
の
社
会
史
』(

吉
川
弘
文
館
、
２
０
０
１) 

村
上
直
・
根
崎
光
男
『
鷹
場
史
料
の
読
み
方
・
調
べ
方
』(

雄
山
閣
出
版
、
１
９
８
５) 

盛
本
昌
広
『
松
平
家
忠
日
記
』（
角
川
書
店
、
１
９
９
９
） 

矢
田
俊
文
『
戦
国
期
文
書
論
』(

高
志
書
院
、
２
０
１
９) 

長
沢
士
朗
『
武
州
松
山
城―

松
山
城
を
め
ぐ
る
関
東
の
諸
情
勢―

』(

吉
見
町
、
１
９
９
４) 

 

【
展
示
会
図
録
】 

川
越
市
立
博
物
館
『
常
設
展
示
図
録
』(

１
９
９
１) 

横
浜
市
歴
史
博
物
館
『
秀
吉
襲
来―

近
世
関
東
の
幕
開
け
ー
』(

１
９
９
９) 

鉢
形
城
歴
史
館
『
鉢
形
城
開
城―

北
条
氏
邦
と
そ
の
時
代―

』(

２
０
０
５) 

富
士
見
市
立
難
波
田
城
資
料
館
『
難
波
田
城
の
す
べ
て
』(

２
０
０
６) 

行
田
市
郷
土
博
物
館
『
城
絵
図
と
忍
城
』(

２
０
１
２) 

群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
『
織
田
信
長
と
上
野
国
』(

２
０
１
８) 

行
田
市
郷
土
博
物
館
『
天
正
十
八
年
～
関
東
の
戦
国
か
ら
近
世
～
』(

２
０
２
２) 

行
田
市
郷
土
博
物
館
『
石
田
三
成
と
忍
城
攻
め
』(

２
０
１
１) 

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
『
大
名
と
藩 

天
下
泰
平
の
立
役
者
た
ち
』(

２
０
１
２) 

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
『
徳
川
家
康―

語
り
継
が
れ
る
天
下
人―

』(

２
０
１
６) 

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
『
鉢
形
城
主
北
条
氏
邦
』(

２
０
２
４) 

 

【
自
治
体
史
】 

『
新
編
埼
玉
県
史
』 

『
群
馬
県
史
』 

『
岩
槻
市
史
』 

『
川
越
市
史
』 

『
行
田
市
史
』 
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『
小
田
原
市
史
』 

『
館
林
市
史
』 

 

【
史
料
集
】 

『
戦
国
遺
文
』
後
北
条
氏
編 

『
戦
国
遺
文
』
房
総
編 

『
戦
国
遺
文
』
下
野
編 

『
戦
国
遺
文
』
武
田
氏
編 

『
豊
臣
秀
吉
文
書
集
』 

和
泉
清
司
編
『
伊
奈
忠
次
文
書
集
成
』(
文
献
出
版
、
１
９
８
１)

」 

大
石
慎
三
郎
校
訂
『
地
方
凡
例
録
』(

近
藤
出
版
社
、
１
９
６
９) 

大
類
伸
編
『
日
本
城
郭
史
料
集
』(

人
物
往
来
社
、
１
９
６
８) 

 

【
報
告
書
】 

『
関
東
地
域
天
正
～
慶
長
期
検
地
帳
目
録(

稿)

』(

文
部
科
学
省
科
学
研
究
費 

基
盤
研
究(

Ｂ)

「
注
意
近

世
移
行
期
検
地
帳
の
史
料
学
的
研
究
と
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築―

太
閤
検
地
研
究
の
再
検
討―

」、

２
０
２
２) 

 

【
論
文
】 

児
玉
典
久
「
近
世
前
期
武
蔵
幕
領
に
お
け
る
伊
奈
氏
の
徴
租
法
と
年
貢
収
取―

秩
父
郡
太
田
部
村
、
葛
飾 

郡
下
野
村
・
平
須
賀
村
の
事
例―

」(

『
文
書
館
紀
要
』
第
５
号
、
１
９
９
１) 

藤
井
譲
治
「「
惣
無
事
」
は
あ
れ
ど
「
惣
無
事
令
」
は
な
し
」(

『
史
林
』
93
巻
３
号
、
２
０
１
０) 

谷
口
央
「
徳
川
五
か
国
総
検
地
と
俵
高―

石
高
制
の
観
点
か
ら―

」(

『
日
本
史
研
究
』
７
５
４
、
２
０
２

５) 



№ 文化財指定 文書番号 文書名 年代 西暦 宛所 数量 展示期間 図録
資料№

1 さいたま市指定 西角井家文書6438 織田信長朱印状(断簡) [天正3年]11月6日 1575 [　]内御門跡(山城国愛宕郡曼殊院) 1 全期 1

2 さいたま市指定 西角井家文書6439 豊臣秀吉朱印状(断簡) [年月未詳]23日 - [　]竹内御門跡(山城国愛宕郡曼殊院) 1 全期 2

3 埼玉県指定 持田(英)家文書5 北条氏邦朱印状 亥［天正15年］6月10日 1587 荒川多ゝ沢もちだ四郎左衛門外１名 1 後期 3

4 埼玉県指定 持田(英)家文書6 北条氏邦検地書出 戊子［天正16年］8月15日 1588 荒川之郷持田四郎左衛門尉 1 前期 4

5 根岸浩太郎家文書3 北条氏政書状 [天正10年]2月15日 1582 安房守(北条氏邦) 1 全期 5

6 島津家(米沢藩上杉家家中)文書27 上杉景勝掟書 天正10年7月日 1582 嶋津淡路守(忠直) 1 全期 6

7 根岸浩太郎家文書1 北条家朱印状 [天正10年]10月25日 1582 猪俣能登守(邦憲) 1 前期 7

8 埼玉県指定 小室家文書5700 北条氏邦書状 ［天正11年］ 5月17日 1583 塀和(垪和康忠) 1 後期 8

9 埼玉県指定 《パネル》持田(英)家文書23 徳川家康書状(写) [天正11年ヵ]11月15日 1583 北条左京太夫(氏政) 1 全期 9

10 井原家(萩藩毛利家家中)文書1 豊臣秀吉朱印状 [天正15年]10月27日 1587 [宛所切断] 1 全期 10

11 根岸浩太郎家文書2 豊臣秀吉書状 [年未詳]8月5日 - 土田肥前守 1 全期 11

12 埼玉県指定 小室家文書6369-16 《パネル》[太閤秀吉黒船大阪凱征之図] [江戸時代] - 1 全期 12

13 埼玉県指定 道祖土家文書16 北条氏房朱印状 戌[天正14年]6月11日 1586 道祖土図書助(満兼) 1 全期 13

14 埼玉県指定 道祖土家文書17 北条氏房朱印状 亥[天正15年]2月6日 1587 道祖土図書助(満兼) 1 全期 14

15 埼玉県指定 道祖土家文書18 北条氏房朱印状 丁亥(天正15年)8月7日 1587 道祖土図書助(満兼) 1 全期 15

16 金井家文書2 北条氏直感状 [天正18年]正月28日 1590 金井猪助 1 全期 16

17 所沢市指定 北野天神社文書1956 浅野長吉･木村常陸介連署禁制(前欠) 天正18年6月 1590 1 全期 17

18 所沢市指定 北野天神社文書1957 木村常陸介書状 寅[天正18年]7月4日 1590 神主栗原伊賀守 1 全期 18

19 所沢市指定 北野天神社文書1958 前田利家黒印状 天正18年7月5日 1590 北野神主栗原 1 全期 19

20 埼玉県指定 埼玉県立文書館収集文書12(平岩文書1) 織田信雄書状 [天正18年]5月22日 1590 平岩七之助(親吉) 1 全期 20

21 埼玉県指定 埼玉県立文書館収集文書127(平岩文書2) 豊臣秀吉朱印状 [天正18年]5月22日 1590 本田中務少輔(本多忠勝)外2名 1 全期 21

22 (原本：名古屋市博物館） 《レプリカ》豊臣秀吉朱印状 [天正18年]5月23日 1590 平岩七助(親吉) 1 全期 -

23 松伏町指定 杉浦家(伊奈家家臣)文書182 伊達政宗書状 [天正18年]5月28日 1590 浅野弾正少弼(長吉) 1 全期 22

24 （原本：山口県文書館毛利家文庫） 《パネル》小田原陣仕寄陣取図 [年月日未詳] - 1 全期 -

25 さいたま市指定 浦和宿本陣文書2 豊臣秀吉禁制 天正18年7月日 1590 足立郡ノ内浦和宿 1 全期 23

26 さいたま市指定 浦和宿本陣文書3 浅野長吉禁制 天正18年7月日 1590 浦和市 1 全期 24

27 （原本：国立公文書館） 《パネル》天正十八年三千石以上分限帳 天正18年 1590 1 全期 -

28 埼玉県指定 明星院文書9 徳川家康朱印状 天正19年11月 1591 明星院 1 前期 25

29 埼玉県指定 金子家(旧不動院)文書3 徳川家康朱印状 天正20年正月23日 1592 不動院 1 後期 26

30 さいたま市指定 西角井家文書6084 徳川家康朱印状(断簡) 天正19年11月 1591 武蔵国榛沢郡国済寺村国済寺 1 前期 27

31 さいたま市指定 西角井家文書6102 徳川家康朱印状(断簡) 天正19年11月 1591 武蔵国埼玉郡(騎西郡)末田村浄音寺 1 後期 28

32 さいたま市指定 武笠(神主)家文書304 武州足立郡柴岡郷内三室村御繩打水帳 天正19年9月朔日 1591 宮本馬場 1 全期 29

33 埼玉県指定 持田(英)家文書24～27 武州榛沢郡鉢形領之内荒川御繩打水帳 文禄4年10月24日 1595 4 全期 30

34 埼玉県立文書館収集文書4 武州秩父郡大駄之郷坪入御帳 慶長3年5月26日 1598 1 全期 31

35 埼玉県指定 逸見家文書11 武州秩父郡野巻村御地詰帳 慶長3年6月1日 1598 1 全期 32

36 加藤家(旗本)文書1 徳川家康朱印状 天正20年2月朔日 1592 加藤喜助(正之) 1 全期 33

37 埼玉県指定 明星院文書8 伊奈忠次手形 天正19年6月6日 1591 無量寺閼伽井坊 1 全期 34

38 松伏町指定 杉浦家(伊奈家家臣)文書26 屋敷坪割書 [慶長5年8月] 1600 1 全期 35

39 市川家(旧万人坊)文書2 東光坊証状 文禄2年正月11日 1593 万仁坊 1 全期 36

40 埼玉県指定 小室家文書4684 《パネル》[関ケ原合戦両軍配置図](写) [年月日未詳] - 1 全期 37

41 埼玉県指定 明星院文書10 関東新義真言宗法度 慶長18年5月21日 1613 関東新儀真言諸本寺 1 全期 38

42 埼玉県指定 稲生家文書1290 徳川秀忠朱印状 元和3年5月26日 1617 稲生次郎左衛門(正信) 1 全期 39

43 さいたま市指定 勝田家文書160 高力清長掟書 慶長6年霜月1日 1601 岩付市宿　肝煎中 1 全期 40

44 さいたま市指定 浦和宿本陣文書5 御鷹御用人足定書 寛永10年5月 1633 うらわ名主衆 1 全期 41

45 船川家文書954 上平須賀村年貢割付状 [慶長10年]9月21日 1605 上平須賀村 1 全期 42

46 飯島徳蔵氏収集文書260 《パネル》武州河越領高萩村御検地水帳 慶安元年2月29日 1648 1 全期 43

47 東家文書271～274 絵本太閤記初篇 [近世] - 4 全期 44

48 加藤家文書2116 豊国会趣意書 明治30年6月 1897 1 全期 45

49 川田氏収集文書5394 講談社の絵本「豊臣秀吉」 昭和13年12月1日 1938 1 全期 46

50 古沢家文書2420-1 《パネル》豊臣秀吉(『幼年倶楽部』第十巻第九号 附録) 昭和10年9月1日 1935 1 全期 47

51 古沢家文書2420-10 《パネル》豊臣秀吉(『少年倶楽部』第二十四巻第一号 附録) 昭和12年1月1日 1937 1 全期 48

令和７年度企画展「戦国乱世の終焉と泰平の世－豊臣軍がやってきた！ヤァヤァヤァ!!!－」
展 示 資 料 一 覧

はじめに－信長と秀吉－

１．統一政権と武蔵国

２．秀吉の小田原攻め

３．家康の関東入部

4．江戸開幕

おわりに－史実と偶像－



№ 文化財指定 文書番号 文書名 年代 西暦 宛所 数量 展示期間 図録
資料№

52 新田家文書１ 武蔵鉢形城絵図 [天正10年] 1582 1 全期 49

53 埼玉県指定 小室家文書6457 鉢形城縄張り図 [近代] - 1 全期 50

54 埼玉県指定 小室家文書6459 鉢形城縄張り図 [近代] - 1 全期 51

55 浅見家文書561 鉢形分玄（分限）帳(写) [近代] - 1 全期 52

56 埼玉県航空写真S41　A-7-1 《パネル》昭和41年の鉢形城跡付近(部分) 昭和41年 1966 1 全期 53

57 中村(宏)家文書282 忍城絵図 [近代] - 1 全期 54

58 埼玉県指定 小室家文書741 武州忍城図（写） [近代] - 1 全期 55

59 埼玉県航空写真S41　A-7-14 《パネル》昭和41年の忍城跡付近(部分) 昭和41年 1966 1 全期 56

60 (原本：埼玉県立歴史と民俗の博物館） 《パネル》豊臣秀吉朱印状 [天正18年]6月20日 1590 1 全期 -

61 埼玉県指定 小室家文書747 古城跡近傍図(松山城)(写) [近代] - 1 全期 57

62 埼玉県指定 小室家文書740 松山城蹟図(写) [近代] - 1 全期 58

63 埼玉県指定 小室家文書７３６ 松山城跡本丸全図(写) [近代] - 1 全期 59

64 埼玉県航空写真S41　A-１０-1２ 《パネル》昭和41年の松山城跡付近(部分) 昭和41年 1966 1 全期 60

65 埼玉県指定 小室家文書745 武州河越城地図(写) [近代] - 1 全期 61

66 埼玉県指定 小室家文書748 川越城地図(写) [近代] - 1 全期 62

67 埼玉県航空写真S41　A-１５B-０２ 《パネル》昭和41年の川越城跡付近(部分) 昭和41年 1966 1 全期 63

68 飯島徳蔵氏収集文書764 武州難波田古城図 [近代] - 1 全期 64

69 埼玉県航空写真S41　A-１７B-６ 《パネル》昭和41年の難波田城跡付近(部分) 昭和41年 1966 1 全期 65

特集展示　城絵図の世界
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